
地方独立行政法人京都市立病院機構の概要 

 
 

１ 現況（令和３年４月１日現在） 

 

 ⑴ 法人名 

   地方独立行政法人京都市立病院機構 

 

 ⑵ 主たる事務所 

   京都市中京区壬生東高田町１番地の２ 

 

 ⑶ 法人成立の年月日 

   平成２３年４月１日 

                  

 ⑷ 役員の状況                  

役職名 氏名 備考 

理事長 黒田 啓史 京都市立病院 院長 

理事 

清水 恒広 京都市立病院 副院長 

岡野 創造 京都市立病院 副院長 

森 一樹 京都市立京北病院 院長 

半場 江利子 京都市立病院 副院長 

松本 重雄 経営企画局長 

位髙 光司 
元日新電機株式会社社長・会長、元京都経営者協会  
会長、公益社団法人京都労働基準協会顧問、株式会社Ｋ
Ｉ経営研究所代表取締役 

能見 伸八郎 独立行政法人地域医療機能推進機構 
京都鞍馬口医療センター名誉院長 

山本 みどり 社会福祉法人京都社会事業財団  
介護老人福祉施設にしがも舟山庵 施設長 

白須 正 龍谷大学政策学部教授 

監事 

長谷川 佐喜男 公認会計士 

中島 俊則 弁護士 

    

 

 

⑸ 法人が設置及び管理を行う病院等 

  ア 病院 

病院名 所在地 病床数 

京都市立病院 京都市中京区壬生東高田町１番地の２ 

一般病床：５２８床 

結核病床：  １２床 

感染症病床：  ８床 

京都市立京北病院 京都市右京区京北下中町鳥谷３番地 一般病床：  ３８床 

   

イ 診療所 

診療所名 所在地 

京都市黒田診療所 京都市右京区京北宮町宮野８０番地の１ 

京都市山国診療所 京都市右京区京北塔町宮ノ前３２番地 

京都市細野診療所 京都市右京区京北細野町東ノ垣内１０番地の２ 

京都市宇津診療所 京都市右京区京北中地町蛸谷口９０番地 

   

ウ 介護老人保健施設    

施設名 所在地 規模 

京都市京北介護老人保健施設 京都市右京区京北下中町鳥谷３番地  ２９床 

 

⑹ 職員数 

区分 職員数 

経営企画局 ７人 

京都市立病院 ９５７人 

京都市立京北病院 ５４人 

合計 １，０１８人 

   注１ 休職者を含む。 

   注２ 非常勤嘱託員及び有期雇用職員（専攻医及び研修医を除く。）並びに臨時的任用職員及びアルバイトを 

含まない。 

   注３ 職員を兼ねる役員を含む。 

   注４ 京都市からの派遣職員（再任用職員を含む。）を含む。 

   注５ 再雇用職員を含む。 

 資
料
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２ 基本的な目標等 

  地方独立行政法人京都市立病院機構は、感染症に係る医療、災害時における医療等公共上の見地から必要な医療

であって、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの及び高度の専門的知識及び技術

に基づく医療の提供、地域医療の支援等を行うことにより、市民の健康の保持に寄与すべく、京都市長から指示さ

れた中期目標を達成する。 

 

３ 理念・憲章（平成２６年４月１日施行） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市立病院機構理念 
京都市立病院機構は 

 ○ 市民のいのちと健康を守ります 

 ○ 患者中心の最適な医療を提供します 

 ○ 地域と一体となって健康長寿のまちづくりに貢献します 

 
京都市立病院憲章 

１ 質の高い安全な医療を提供するとともに，地域の医療水準の向上に貢献します。 

２ 患者の権利と尊厳を尊重し，心のこもった医療を提供します。 

３ 救急や災害時における地域に必要な医療を提供するとともに，地域住民の健康の維持・増進 

に貢献します。 

４ 病院運営に参画する事業者等とのパートナーシップを強め，健全な病院経営に努めます。 

５ 職員の育成に努め，職員が自信と誇りを持ち，全力で医療に従事できる職場環境を作ります。 

. 
京都市立京北病院憲章 

京都市立京北病院は，地域住民が，住み慣れた地域の中で，安心して生活できるよう， 

１ 良質で安全，最適な医療・介護サービスを提供します。 

２ 患者，利用者の権利と尊厳を大切にします。 

３ 入院・在宅を通して，希望に沿った療養環境を支援します。 

４ 健全な経営感覚を持って病院・施設を運営します。 

５ 職員が自信と誇りを持つことができる職場づくりを目指します。 

 



全体的な状況 

法人運営の総括と課題等 

１ 総括 

  令和３年度は、第３期中期計画の３年目に当たり、京都市立病院（以下「市立病院」という。）においては、地域

の医療機関等との連携をより一層強化し、新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）対応をはじめ

とする政策医療や高度急性期医療を提供する医療機関としての役割を発揮するべく取組を進めた。特に、新型コロ

ナ流行への対応について、令和２年１月に京都府内において初めて陽性患者が確認されて以降、中等症以上の入院

患者を精力的に受け入れ、治療に当たった。コロナ禍で入院患者が新型コロナ流行前まで回復しない状況の中にあ

っても、手術枠を有効活用し、新型ダヴィンチによるロボット支援手術をはじめとする手術件数の更なる増加につ

なげた。また、地域連携・入退院支援・相談支援を一貫しておこなう患者支援センターにおいては、スムーズな入

院、早期退院に向けた取組として、ベッドコントロール体制の強化に精力的に取り組んだ。 

京都市立京北病院（以下「京北病院」という。）においては、地域包括ケアの拠点施設として関係機関とのネット

ワーク構築を図り、地域包括ケア病床の運用や訪問診療・看護の充実に努め、地域に根差した医療・介護を提供す

るとともに、地域唯一の病院として積極的に住民向け新型コロナワクチン接種に取り組んだ。              

両病院とも、法人理念の達成と自治体病院としての役割を果たすとともに、自立性・迅速性・効率性を発揮した

病院運営を行うことで、持続可能な経営基盤の確立に取り組んだ。 

収益については、市立病院は新型コロナ対応と一般診療の両立に努め、医業収益は令和２年度（１６２億円）を

上回り、１７４億円となった。京北病院においても、入院・外来患者数が前年比で減少した一方、地域住民向け新

型コロナワクチン接種への積極的な取組に伴う事業収入等により、医業・介護収益は令和２年度（６．４億円）を

上回る６．６億円となった。新型コロナ対応に係る補助金収入等を加えた収入全体が支出を大きく上回り、市立病

院の純損益は３期ぶりの黒字、京北病院は独法化後初めて経常損益が黒字となり、法人全体では４期ぶり８．７億

円の黒字となった。市立病院では、新型コロナ専用病床を３６床確保し、新型コロナ患者の受入体制を一層強化し

たことによる京都府医療機関病床確保等支援事業費補助金１８億円の収入が、黒字化に大きく貢献した。京北病院

においては、住民向け新型コロナワクチン接種事業実施による事業収入と補助金収入等により、黒字化を達成した。 

今後は、ポストコロナを見据えた安定的な経営体制の構築に努めつつ、引き続き、政策医療を担う自治体病院と

して、また第二種感染症指定医療機関として、中等症以上の新型コロナ入院患者の受入れを積極的に行うとともに、

地域連携の取組を一層推進し、紹介患者の増加を図り、高度急性期病院として重症入院患者をより積極的に受け入

れていく必要がある。 

 

２ 大項目ごとの取組         

  年度計画に掲げる大項目ごとの主な取組は以下のとおりである。 

＜第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項＞ 

（市立病院が提供するサービス） 

 ○ 感染症医療の分野では、第二種感染症指定医療機関として地域の医療機関と連携し、先導的かつ中心的な役割

を果たした。新型コロナ対応においては、感染症・結核病床及び一般病床の一部を新型コロナの専用病床として

運用しながら、入院患者を積極的に受け入れ（令和２年１月の初発患者以降、令和４年３月末累計７３４名）、多

職種連携の下、府内トップレベルの診療を行った。また、令和３年４月から新たに緊急ＰＣＲ検査の実施体制を

整え、検査機器４台体制で休日も稼働することにより、令和３年度延べ８，９５５件の検査を実施した。 

 ○ 救急医療分野では、患者支援センターと病棟の連携によってベッドコントロールの一元化を強化し、早期に適

切な入院ベッドを確保することで、緊急入院に円滑に対応し、コロナ禍以前を上回る救急搬送件数に対応した。 

○ 周産期医療の分野では、早期の段階から多職種で地域の関係機関等と連携し、新型コロナ陽性妊産婦を含むハ

イリスク事例に積極的に対応した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ベッドコントロール体制を強化し、多職種で入院から退院まで一貫した病床管理を行い、適切な入院期間を意

識した退院支援に努めたほか、コロナ禍にあっても医療機関訪問を実施し、患者の紹介、逆紹介を推進した。ま

た、手術支援ロボットダヴィンチをはじめとする高度医療機器の活用を図るとともに、がん医療体制の更なる充

実を図るため、がん診療連携業務委員会の下に３つのプロジェクトを立ち上げ、取組を推進した。 

 ○ 健康教室や市民公開講座などの市民の健康づくりを推進する取組については、市中の新型コロナ感染状況に鑑

み、オンライン等を活用して開催し、情報提供に努めた。 

（京北病院が提供するサービス） 

○ 市立病院から医師をはじめ、看護師や医療技術職の応援を継続した。また、両病院を結ぶ患者送迎車を運行し、

京北病院では実施できない医療を市立病院で提供するなど、両病院一体となって質の高い医療の提供に努めた。 

○ 京北地域の医療・介護ニーズに対応し、入院・外来医療をはじめ、通院が困難な高齢者等を支える訪問診療及

び訪問看護、２４時間体制での往診対応や状態悪化時における入院受入れを積極的に行い、入院・外来・在宅・

介護において幅広い医療を提供した。また、地域唯一の病院として、住民向け新型コロナワクチン接種に積極的

に取り組んだ。                  

○ 京北地域唯一の救急告示病院として、救急医療の役割を担ったほか、京北地域で対応できない症状については、

市立病院等の医療機関と連携し、迅速に患者搬送を行った。 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第３ 市民に対する安心・安全で質の高い医療を提供するための取組＞ 

（チーム医療、多職種連携の推進） 

○ 患者支援センターにおいて、多職種連携による入院前面談に取り組み、患者の負担軽減とスムーズな入退院に

つなげた。また、院内で専門性の高い多職種によるチームを構成し、入院前からの情報収集、入院時カンファレ

ンスや院内ラウンドの実施等により、入院時から退院後を見据えた高度なチーム医療を推進した。 
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（安全・安心な医療の提供に関する事項） 

○ 医療安全推進室職員とリンクドクター、部署安全マネージャーが各診療科、各部門と密に連携し、安全水準

の向上に取り組むとともに、医療安全研修等により職員の医療安全意識の向上を図った。 

○ 医療安全レポートの提出を推進し、院内ラウンドを継続して行うことで、インシデント及びアクシデント事

例の迅速な把握、分析、再発防止に努めた。なお、重大な事例の発生はなかった。 

（医療の質及びサービスの質向上に関する事項） 

○ 医療の質推進委員会において、プロセスフローチャートの作成や文書一元管理について取り組むことでＱＭ

Ｓを推進し、各部署によるＰＤＣＡサイクルを活用した改善活動を行うとともに、病院機能評価前回受審時に

指摘のあった改善事項等への進捗状況に関する期中の確認について取りまとめ、病院機能評価機構に提出した。 

○ 患者支援センター３部門（地域連携室、入退院支援室、相談支援室）において、スムーズな入院、早期退院、

退院後の在宅療養に向けた活動に取り組んだほか、患者サービスの向上のため、「患者経験価値」の調査結果に

基づく改善活動を実施した。 

○ 専門的な診療が必要な患者への対応の充実と待ち時間の短縮を目指し、６月から泌尿器科で初診紹介・再診

予約制を導入した（令和２年８月から耳鼻いんこう科でも導入済み）。 

 

＜第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項＞ 

（迅速性・柔軟性・効率性の高い運営管理体制の充実） 

○ 理事長ヒアリングや病院運営会議、診療管理委員会等において、理事長自らが経営状況を説明し、目標を組

織全体に直接指示するなど、理事長のリーダーシップの下、組織的・効率的な運営を図った。 

○ 委員会を再編し、既存委員会のコンパクト化・効率化を図りつつ、機能ごとに分類し、各カテゴリーを代表

する層別コア委員会等を指定することで、委員会機能の強化を図った。 

○ 次期総合情報システムの業者選定が９月に完了し、システム構築に向けた協議を重ねている。 

（優秀な人材の確保・育成に関する事項） 

○ 看護職員の確保については、コロナ禍により、就職説 

明会や病院見学の開催は限定的となったが、ＷＥＢ説明 

会やＬＩＮＥでの広報活動を開始するなど、情勢を踏ま 

えて柔軟に取り組んだ。 

○ 職員満足度向上に向けた一つの取組として、業務の 

好事例（Good Job）を評価・表彰する取組を年３回 

実施した。 

 

＜第５ 財務内容の改善に関する事項＞ 

（経営機能の強化、収益的収支の向上、経営改善の実施） 

 ○ 常任理事会を毎週開催し、毎月の経営状況を迅速に把握し、経営課題の解決に取り組んだ。 

 ○ 経営支援、前方連携支援業務を委託した専門事業者とプロパー職員が協働して経営改善の取組を推進した。 

○ 市立病院については、新型コロナ対応と一般診療の両立に努め、医業収益は令和２年度（１６２億円）を７％

上回り、１７４億円となった。 

○ 京北病院については、地域包括ケア病床の運用や訪問診療・訪問看護等の地域ニーズに対応するとともに、

住民向け新型コロナワクチン接種に対応し、医業・介護収益は昨年度より３％増の６．６億円となった。 

○ 市立病院では、新型コロナ専用病床を３６床確保し、新型コロナ患者の受入体制を一層強化したことによる

病床確保及び休床補償に係る京都府医療機関病床確保等支援事業費補助金１８億円の補助金収入があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

区分 法人全体 市立病院 京北病院 

営業収益 ２２，０５９ ２１，０７２ ９８８ 

営業外収益 ２１５ ２０８ ７ 

計 ２２，２７４ ２１，２８０ ９９５ 

営業費用 ２０，３１２ １９，３８６ ９２７ 

営業外費用 １，０４８ １，０２１ ２７ 

計 ２１，３６０ ２０，４０７ ９５４ 

経常損益 ９１４ ８７３ ４１ 

臨時損益 △４７ △４７ ０ 

純損益 ８６７ ８２６ ４１ 

                                        

   

  

 

 

 

 

 

 

 

     （注）各項目で表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳は必ずしも一致しない。 
 

＜第６ その他業務運営に関する重要事項＞ 

（ＰＦＩ手法の活用） 

 ○ ＰＦＩ事業の効果をより発揮するため、モニタリングや業務改善会議等を通じてＳＰＣ京都（以下「ＳＰＣ」

という。）とのパートナーシップをより強固なものとし、患者サービスの向上等に取り組んだ。 

（関係機関との連携） 

 ○ 新型コロナへの対応においては、京都市及び京都府等と連携し、中等症から重症の入院患者を受け入れたほか、

救急搬送においては、京都市消防局と連携し、患者受入れを積極的に行った。 

 

３ 今後の取組 

第３期中期計画の達成に向け、経営状況を改善しつつ、市立病院においては、地域の医療機関等との連携を強化

し、新型コロナをはじめとする政策医療や特色ある高度急性期医療を提供する医療機関としての役割を果たすとと

もに、京北病院においては、地域のニーズを的確に把握し、地域包括ケアの拠点施設としての役割を果たしていく。 

＜令和４年度計画の目標＞ 
① 政策医療を担う自治体病院として、新型コロナに対応した病院運営を行い、京都府内の中核的な役割を果

たす。 
② 収入増加及び経費削減に努めて経営改善を着実に進めつつ、働き方改革の取組を推進する。 
③ がん医療を市立病院の柱として確立し、京都・乙訓医療圏における地域のがん医療推進に貢献する。 
④ 地域包括ケアシステムの構築に貢献するため、地域の基幹的医療機関としての役割を果たすとともに、 
地域の医療機関との連携を一層強化する。 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑴ 感染症医療【政策医療】 

 

           

中期目標 既存の感染症のみならず、新たな感染症についても、感染症指定医療機関として先導的かつ中核的な役割を果たすこと。    

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

感染症患者を迅速に受け入れるととも

に、新型感染症発生への備えや抗菌薬の適

正使用などにおいて、院内外の感染管理活

動を推進することにより、第二種感染症指

定医療機関として地域の先導的かつ中核的

な役割を果たす。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 重症かつ複雑な合併症を有する感染症 

患者の受入れ 
① 多職種連携の下、新興・再興感染症を

監視しつつ、法に基づく二類感染症の

患者等に対する適切な診療を実施す

る。 
 
② 新型コロナウイルス感染症につい

て、感染症病床・結核病床等を活用し、

適切に入院治療に対応する。また、ワク

チン接種などについて適切に対応す

る。 
 
 
 
 
 
 
③ ＨＩＶ感染患者について、行政機関

とも連携し、地域での受入支援体制を

強化する。 
 
イ 院内における感染管理活動の推進 

① 新型コロナウイルス対策本部や調整

部会を通じて、迅速に課題整理を行い

つつ方針決定を行い、感染防止対策を

推進する。 
 
 
② 院内ラウンドや感染制御チーム（Ｉ

ＣＴ）、抗菌薬適正使用支援チーム（Ａ

ＳＴ）の充実、感染対策リンクナースの

計画的育成、リンクドクターとリンク

ナースや関連職種の連携等による組織

的な感染防止体制の強化を図る。 
 
 
③ 研修や訓練等により院内職員の感染

対策に対する意識や対応力の向上に努

める。 
 

ア 重症かつ複雑な合併症を有する感染症患者の受入れ 
  

① 第二種感染症指定医療機関として、病院全体の体制を整え、病棟の

環境整備を行い、継続して新型コロナ陽性の入院患者を積極的に受け

入れた。 
 
 
 ② 感染症・結核病床を新型コロナの病床として運用するとともに、令 

和３年９月以降は１６床を増床し、合計３６床を確保しながら入院患

者を積極的に受け入れ（令和３年度４３７名、令和２年１月の初発患

者以降、令和４年３月末累計７３４名）、多職種連携の下、府内トップ

レベルの診療を行った。 
 とりわけ、小児においては、京都市内における軽症・中等症患者の

第一選択病院として、４４名の新型コロナの入院患者に対応した。 
院内の検査機器４台で、ＰＣＲ検査を８，９５５件実施した。また、

夜間や時間外の２４時間体制での緊急ＰＣＲ検査を開始し、２，７７

９件実施した。 
 
 ③ ＨＩＶ感染患者について、他院（保健所を含む）でのスクリーニン

グ検査陽性例や転院症例の受入れを行った。また、令和３年７月から

専従看護師１名を配置し、ウイルス管理料の算定を開始した。 
 
イ 院内における感染管理活動の推進 
 ① 新型コロナウイルス対策本部会議（毎週木曜日）と調整部会（毎週

水曜日）を定例開催し、各部門からあげられる課題、手順や対応フロ

ーの変更など、感染状況に合わせて迅速に対応した。また、院内で感

染者が発生した際は、臨時本部会議やメールを活用して迅速に情報共

有したうえ、対策を講じ、感染拡大防止を図った。 
 
 ② 感染制御チーム（ＩＣＴ）や抗菌薬適正使用支援チーム（ＡＳＴ）

ミーティングを通じて、多職種メンバーで協働し、対策の充実を図っ

た。 
院内ラウンドで講じている対策を評価するとともに、結果を速やか

に所属長又はリンクナースにフィードバックし、部門内で改善に取り

組んだ。また、診療に関する情報や部署における対策をリンクドクタ

ーと情報共有し、組織的な感染防止対策に取り組んだ。 
 

③ 集合研修は行わず、２回の法定研修は e-ラーニングで実施した。ま

た、関係部署と消防局で新型コロナ陽性妊婦の搬送訓練を行った。 
 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目別の状況 



 
 
 
 
 
 
ウ 地域の先導的かつ中核的な役割 

① 感染症病床・結核病床等を活用した

感染症患者の入院治療を通じて、京都・

乙訓医療圏における中心的な感染症指

定医療機関として機能を発揮する。 
 
 
 
 
 
 
 
② 地域における感染症情報の把握及び

情報共有に努め、感染制御の中核的施

設としての役割を果たす。 
 
 
 
 
③ 関係機関と連携した訓練実施を検討

する。 
 
 
④ 感染対策連携施設間での感染対策の

標準化を図る。 
 
⑤ ＡＳＴを中心に、地域全体で抗菌薬

の適正使用に取り組む。 
 

⑥ 災害時等における感染管理体制を検

討する。 

 
【参考】 

○法定研修参加率 １回目 ７１．０％ 
２回目 ７３．７％ 

（令和２年度 ８１．４％） 
 
ウ 地域の先導的かつ中核的な役割 
 ① 新型コロナ患者の受入れに当たっては、本来の第二種感染症指定病

床８床以外に結核病床１２床を加えた２０床、さらに令和３年９月に

は一般病床の一部を活用して１６床を増床し、計３６床で運用した。

京都・乙訓医療圏を問わず、広く京都府内からの患者を収容し感染症

指定医療機関としての機能を十二分に発揮した。 
感染症科医師・感染管理認定看護師が京都府の感染症専門サポート

チームとして活動した（病院４施設、高齢者介護施設１１施設へ専門

サポートを実施）。また、ワクチン集団接種会場や京都府入院待機ス

テーションへの職員派遣も実施した。その他、京都市急病診療所の年

末年始発熱外来開設に関わる準備支援のための実地指導を行った。 
 
 ② 感染対策地域連携８施設と新型コロナに関する診療、対策をテーマ

にカンファレンスを年４回行うとともに、メールや電話を用いた感染

対策上の相談や患者の受入れに対応した。 
新型コロナに特化する形で、感染制御の中核的施設としての役割を

果たすことができた。 
 

 
 ③ 院内で妊婦の新型コロナ患者受入について、多職種連携の訓練を実

施した。 
 
 

④ 地域連携加算施設とオンラインで連携カンファレンスを行った。 
 
 
⑤ 感染対策連携施設間において、抗菌薬適正使用に向けて情報共有を

行った。 
 
 ⑥ 新型コロナ専用病棟における発災時シミュレーションを行い、課題

を共有した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑵ 大規模災害・事故対策【政策医療】 

 

           

中期目標 
地域災害拠点病院として、大規模な災害や事故の発生に備え、必要な人的・物的資源を整備し、役割を果たすこと。また、整備した救急・災害医療支援センターの機能を活用

し、消防局等の救急･防災に関する機関との連携を強化すること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

 地域災害拠点病院として、災害派遣医療

チーム（ＤＭＡＴ）の充実や災害備蓄品等

を整備し、災害マニュアルやＢＣＰ等に基

づいた訓練を継続的に実施するなど、大規

模な災害や事故の発生に備えるとともに、

救急・災害医療支援センターを活用し、消

防局等関連機関との連携を強化する。災害

発生時には、他の災害拠点病院等と連携し、

京都市地域防災計画に従い、的確な対応を

行う。 

ア 災害マニュアルや事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）等に基づいた院内体制の整備、訓練の

実施     
① 災害発生時に適切な対応ができる体

制を構築する。 
 
 
② 地域災害拠点病院として、病院、ＳＰ

Ｃ京都及び協力企業が協働し、災害マ

ニュアル及びＢＣＰに基づいた訓練を

実施するとともに、適宜評価し、ＢＣＰ

を改善しつつ、災害対応能力を高める。 
     
 
イ 災害医療派遣チーム（ＤＭＡＴ）の充  

実 
① 訓練や研修に積極的に参加し、ＤＭ

ＡＴ体制の拡充及びＤＭＡＴ隊員の技

能維持・向上を図り、ＤＭＡＴ活動の充

実を図る。 
 
 
ウ  災害備品等の充実 

① 関係機関と連携して災害備品の確

保、充実を図る。 
   
 
 
エ 地域の医療従事者と協働した研修及び

災害訓練の実施検討 
 
 
オ 大規模災害時における国・京都府等の

関係機関との連携 
 
 
カ 災害時において医療支援が必要な対象

の把握と対応できる体制の構築 
   
 
 

ア 災害マニュアルや事業継続計画（ＢＣＰ）等に基づいた院内体制の整

備、訓練の実施 
 
 ① 看護部内災害研修を実施し、災害時に適切な対応が取れるよう教

育を行った。また、ＤＭＡＴ定例会議を通して、災害発生時の対応に

ついて協議した。 
 
 ② 令和２年度に実施した業務継続計画（ＢＣＰ）にかかる訓練の反省

等を踏まえて、今後の同計画見直しに向けた準備を行った。 
 
 
 
 
 
イ 災害医療派遣チーム（ＤＭＡＴ）の充実 
  

① 新型コロナ拡大の影響により、訓練や研修が概ね中止となる中で、

開催された各種研修に参加し、 ＤＭＡＴ隊員の技能維持・向上を図

った。また、日本ＤＭＡＴ活動要領が改正され、新興感染症まん延時

におけるＤＭＡＴ活動等の改正内容についてＤＭＡＴ定例会議で確

認した。 
 

ウ 災害備品等の充実 
 ① 災害備蓄食（患者食）３日間分及び適切なローリングストックの確

保、災害用備蓄医薬品の保管管理を継続し、期限切れ廃棄が生じない

よう運用している。また、令和３年度には、職員向け災害備蓄食１日

分を新たに備蓄した。 
 
エ 地域の医療従事者と協働した研修及び災害訓練の実施 

災害看護委員として、看護師を京都府看護協会に年６回派遣し、地 
域の看護師を対象とした災害教育の講師等を務めた。 
 

オ 大規模災害時における国・京都府等の関係機関との連携 
コロナ禍のため、各種訓練や研修が中止となった。 

 
 
カ 災害時において医療支援が必要な対象の把握と対応できる体制の構   

 築 
ＤＭＡＴ隊員等の派遣時に使用する災害服を追加購入し、災害時の

出動体制を強化した。 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
キ 災害時の妊産婦・新生児対応 

① 災害時において、妊産婦・新生児等要

配慮者へ適切に対応できる体制構築を

検討する。 
   
 
ク ヘリポート及び救急・災害医療支援セ

ンターの活用 
 

 
キ 災害時の妊産婦・新生児対応 

① 関係部門と災害時における周産期医療の問題や課題を抽出し共有

した。隣接する京都看護大学は災害時に妊産婦や乳児の受入れ施設

となる。京都市と連携し診療や入院が必要な妊産婦を受入れできる

ような体制づくりの構築が課題となった。 
 
ク ヘリポート及び救急・災害医療支援センターの活用 

ヘリポートについて、主に京北地域からの救急搬送に対応した（令和

３年度受入実績：京北２９人、ほか２人）。また、大規模災害時の広域

医療搬送に対応できるよう、常時使用可能な体制を維持した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑶ 救急医療【政策医療】 

 

           

中期目標 
ア 関係医療機関等との役割分担及び連携を踏まえ、入院医療を必要とする重症患者を中心に、より積極的に救急搬送を受け入れ、救急搬送応需率を向上させること。  
イ 小児救急医療については、初期救急医療を担う京都市急病診療所や二次救急医療を担う他の病院群輪番制病院との適切な役割分担の下、入院を必要とする小児を積極的に受

け入れること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

ア 幅広い疾患に対応できる総合診療専門

医を育成するとともに、重症患者へより

迅速に手術・集中治療が行える体制を確

保するなど院内体制を強化し、重症患者

を中心に救急患者を積極的に受け入れ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【関連する数値目標】 

事  項 第３期計画目標 
（参考） 

第２期計画目標 

救急車搬送

受入患者数 
6,700 人 7,000 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 院内体制の強化 
① 多職種が協力して、迅速に救急初療に注力

できるよう救急体制を再構築する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 疾患傷病別診療プロトコルを整備・充実さ

せ、病院全体で共有・活用し、救急車の受入

れを継続、強化していく。 
 
 
③ ベッドコントロール体制を強化し、年間を

通して安定的な病床運営を行い、救急車受入

れの増加を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

数値目標 令和３年度目標 

救急車搬送 
受入患者数 

 6,000 人 

 
 

④ 患者支援センター、入院病棟、関係機関等

が連携し、救急外来における帰宅困難者等に

対応する体制を整える。 
 

 
 
 
 

ア 院内体制の強化 
① 救急科及び集中治療科の体制を確保し、近隣の医療機関とも

連携し、勤務時間帯の救急患者については基本的に全て受け入

れた。 
 患者支援センターの介入により、早期から入院患者のリスク

把握と、患者に応じた入退院支援を多職種で実施することで、

計画的で有効な病床運用が促進される体制を整備した。 
また、院内全体の病床管理情報を一元化したことで、緊急入

院に対し、病状に応じた迅速な受入れを行うことができた。 
 
 
 ② 各診療科から提出のあった初期診療プロトコルの追加・活

用・見直しにより、専門診療科以外の幅広い疾患を受け入れる

環境を整えた。 
 
 
 ③ 緊急入院受入病棟の選択や病棟間の調整等、適切なベッドコ

ントロールを行い、患者にとって最適な入院病床の確保に努め

た。病床運営においては、新たに病床管理委員会を設置するこ

とで、ベッドコントロール体制を強化した。 
新型コロナウイルス感染症流行状況に応じた緊急入院手順

を運用することで、コロナ禍にあっても救急車の受入れに対応

できた。 
救急車搬送受入れにおいては、コロナ前である令和元年度の

6,173 人を上回る患者数となった。 
 
 【数値目標に対する実績】 

事項 令和３年度 令和２年度 

救急車搬送 
受入患者数 

6,620 人  5,522 人 

 
 
④ 入退院支援室に体制を整備し、救急室と連携して、複数回受

診や独居等社会的支援を必要とする受診患者を MSW や地域

スタッフと連携し在宅療養の調整・支援に関わった。また、転

院調整、患者相談等の帰宅困難患者支援を実施した。 
 
 
 

 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



イ 地域の小児科医と協働するとともに、

京都市急病診療所や二次救急医療を担う

他の病院群輪番制病院と連携し、地域の

小児救急医療の砦として、積極的に小児

患者を受け入れる。 
 
 
 
 
 

イ 高度な救急医療を実践できる人材の育成 
① 病院全体の救急医療への対応能力を向上

させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 初療診療及び集中治療、脳卒中等に対応で

きる人材の計画的な育成を行う。 
 
 
 
 
 
ウ 院外ネットワークの構築 
 ① 近隣他施設や救急隊とのカンファレンス

等により、救急医療に対する取組を発信する

とともに、地域の救急診療の向上に貢献す

る。 
 
エ 積極的な小児患者の受入れ 
  ① 京都市急病診療所の第２次後送病院とし

て、京都市急病診療所や救急医療を担う他の

病院群輪番制病院との役割分担の下で救急

患者を積極的に受け入れる。 
 

イ 高度な救急医療を実践できる人材の育成 
① 救急部門だけでなく、ＩＣＵや病棟と多職種によるカンファ

レンスを行ったほか、院内における研修会の実施やプロトコル

を作成したことで、多職種で円滑に連携することができた。 
救急スタッフが CPA 蘇生後、重症緊急入院患者の ICU カン

ファレンス、小児科の虐待事例の入院カンファレンスに参加

し、情報共有・連携の強化を行った。 
救急室に検査技師が関わり、検査室との連携を強化し、救急

現場での迅速な検査を実施することで、医師・看護師の業務軽

減に寄与した。 
 

 ② 初療診療に対応できる職員について、医師だけでなく様々な

職種が研修・教育を行い、救急医療の体制を整えた。 
２年次研修医については、集中治療科研修を通じて救急集中

治療に対する理解の向上を図った。看護部では脳卒中センター

２年目勉強会を月１回開催した。 
 
 

ウ 院外ネットワークの構築 
① 新型コロナにより地域とのカンファレンス等は実施が困難

な面もあった 
 
 
  

エ 積極的な小児患者の受入れ 
① 京都市急病診療所の小児科第２次後送病院として、当番日に

は小児科病棟において個室を２室確保し、重症患者であっても

入院受入れがスムーズにできるよう配慮した。後送当番日以外

でも、後送病院が満床の場合は、積極的に市立病院で後送を受

け入れた。 
小児患者の緊急入院時には付添人のＰＣＲ検査も緊急で実

施することにより、迅速な入院受入れに貢献した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑷ 周産期医療【政策医療】 

 

           

中期目標 周産期医療２次病院として、ハイリスク分娩、母体搬送及び新生児搬送の受入れに対応するため、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等の適切な運用を図ること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

周産期医療２次病院として、ＮＩＣＵ（新

生児集中治療室）の運用や新生児専門ケア

を実践できる人材を確保・育成し、ハイリ

スク分娩、母体搬送、新生児搬送の受入れ

及び低出生体重児への対応など幅広い周産

期医療を提供する。 

ア 周産期医療に関わる人材の適正配置及

び育成 
① 京都市内の需要に応じて、目指すべ

き医療機能を定め、必要な産婦人科・

小児科医師、看護師及び助産師等の適

正配置及び人材育成を行う。 
 
 
 
イ ハイリスク分娩及び母体搬送の積極的

な受入れ 
① 周産期医療２次病院として、総合周

産期母子医療センターである京都第一

赤十字病院をはじめとする周産期医療

体制を構築する関係病院との密接な連

携を図り、ハイリスク分娩及び母体・

新生児搬送の受入れを推進する。 
 
 
② 多様なハイリスク妊婦へのケアを充

実する。 
 
 

 
 
 
 
 
ウ 新生児搬送の積極的な受入れ及び低出

生体重児への対応 
① ＮＩＣＵについて、積極的に新生児

を受入れ、質の高い新生児医療を提供

する。 
 
 
② 低出生体重児に係るリハビリテーシ

ョンを適切に実施するために、専門知

識と技術の習得に努める。 
 
 
 
 

ア 周産期医療に関わる人材の適正配置及び育成 
 ① 地域周産期母子医療センターとして、産婦人科医師・小児科医師

を適正に配置するとともに、全ての小児科疾患を診療できるように

小児科分野の専門医を配置し、重症患者はＩＣＵで全身管理を行っ

ている。人材育成においては、周産期専門医や周産期指導医の育

成、また、看護師・助産師の採用及び助産ケアの質の向上に向けて

のアドバンス助産師の継続的育成を行った。 
 
 
イ ハイリスク分娩及び母体搬送の積極的な受入れ 

① 周産期医療２次病院として、総合周産期母子医療センター（京都

第一赤十字病院）と連携して、新型コロナ妊産婦を含むハイリスク

症例の搬送を積極的に受け入れた。 
産褥期出血症例においても産婦人科と IVR 科で連携し、積極的受

入れを行っている。 
【参考】 
 ○ ハイリスク妊娠管理対象者 ４３人 
 ○ 新型コロナ妊産婦 ２０人 

 
 ② ハイリスク妊婦に対しては、助産師外来での入院前からの積極的

な介入により、早期の段階から情報共有し、スムーズな入院につな

げた。 
ハイリスク妊婦のサポートについて、地域との連携が特に必要な

妊婦に対しては、分娩前から多職種及び地域の関係機関とのカンフ

ァレンスを実施したほか、保健福祉センターや児童相談所と連携

し、適切に対応した。 
 
 
ウ 新生児搬送の積極的な受入れ及び低出生体重児への対応 
 ① 周産期医療２次病院として、総合周産期母子医療センター（京都

第一赤十字病院）と連携して、積極的に早産児や病的新生児の入院

を受け入れている。 
ＮＩＣＵと小児科病棟の看護師が連携し、質の高い新生児医療の

提供に努めた。 
 
 ② 小児のリハビリテーション及びＮＩＣＵに関する研修を実施し、

自己研鑽を促すことで、職員の専門知識と技術の習得に努めた。 
   嚥下障害のある新生児や筋緊張が亢進している新生児には、必要

に応じてリハビリテーション科によるリハビリテーションを行って

いる。 
 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
エ 精神疾患を有する妊産婦対応 
 ① 産婦人科と精神神経科と協働して、

妊産婦をサポートするとともに、必要

に応じて他機関等とも連携して対応す

る。 
 
 ② 産後うつ外来を通じて、母子が地域

生活にスムーズに移行できるよう、地

域の医療機関と連携し、支援する。 
 
 
オ チーム医療の推進 
  ① 多職種からなる周産期医療チーム

を設置し、周産期における母子の様々

な問題に対応する。 

 
エ 精神疾患を有する妊産婦対応 

① 産婦人科と精神神経科で積極的に協働したほか、アドバンス助産

師が産前産後の心のケアに向けて面談を実施し、支援を行った。ま

た、地域の保健師や外部機関とのカンファレンスを行い、サポート

体制を確立した。 
  
 ② 産後２週間の面談だけでなく、１箇月ごとの面談を実施し継続的

な支援を行ったほか、メンタルヘルスの必要性が高い産後女性につ

いては、地域の保健福祉センターと連携し、適切に対応した。 
 
 

オ チーム医療の推進 
① 医師、看護師、薬剤師、栄養士、MSW 等多職種での周産期カン

ファレンスを月１回開催した。また、新型コロナウイルス感染症合

併妊婦の母体搬送シミュレーションを多職種で実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑸ 高度専門医療 

 

           

中期目標 
ア 地域医療連携の推進 

地域のかかりつけ医等との適切な役割分担の下、高度な急性期医療を担うこと。また、超高齢社会の到来や生活習慣病の増加などによる疾病構造の変化等を踏まえ、合併症

等の総合的な診療が必要な患者への対応など、地域の医療機関を積極的に支援することにより、「地域医療支援病院」として地域の医療水準の向上に寄与すること。  

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準  

ア 地域医療連携の推進 
  高度な急性期医療の提供と紹介・逆紹

介の更なる推進により地域のかかりつけ

医との役割分担を進め、様々な合併症で総

合的な診療が必要な患者や重症患者など、

地域の医療機関での対応が困難な患者を

受け入れるとともに、病状の安定した患者

の逆紹介を推進する。 
  また、地域の医療従事者向けの研修や症

例検討会などの積極的な開催・支援、合同

カンファレンスや「地域医療フォーラム」

の開催等を通じて、地域の医療水準の向上

に貢献する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 地域医療連携の推進 
（ア）高度な急性期医療の提供と地域のか

かりつけ医との連携と役割分担の推進 
① ベッドコントロール体制を強化

し、入院日数の適正化と病床の効率

的運用を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 患者支援センターの円滑な運用に

より、地域との協働で、多職種が連

携し、スムーズな入院治療、早期退

院、安心して在宅医療に移行できる

仕組みを確立し、患者中心の医療を

提供する。 
 
③ 紹介患者受入枠の充実・効率的運

用や紹介患者を待たせない仕組みづ

くり等、紹介患者の受入体制を整え、

かかりつけ医から信頼される体制を

構築する。 
 
④ ２人主治医制の啓発を行うととも

に、病状の安定した患者の逆紹介を

推進する。 
 
⑤ 病病連携、看看連携、医療・介護

間連携及び多職種連携による退院支

援の質の向上を図り、在宅復帰に向

けた支援を地域全体で促進する。 
 
 
 
 
 

ア 地域医療連携の推進 
（ア）高度な急性期医療の提供と地域のかかりつけ医との連携と役割分

担の推進 
① 毎朝のベッドコントロール会議及び病棟状況カード表示システ

ムを活用してベッドコントロール体制の強化を図り、必要に応じ

て、満床及び退院促進の周知等を行った。また、医師・看護師が連

絡を密に取り、適切な入院ベッドを確保した。ＤＰＣ入院期間を考

慮して退院調整を行うことで、Ⅰ＋Ⅱ期間内の退院患者を増加さ

せ、Ⅲ期間の退院患者の減少に努めた。 
【参考】 
 ○ ＤＰＣⅠ＋Ⅱ期間内の退院患者割合 
   ６７．２％（令和２年度 ６５％） 
 ○ ＤＰＣⅢ期間の退院患者割合 
   ２２．４％（令和２年度 ２４．６％） 
 
② 入院前面談を実施することで、多職種で各種リスクの評価及び

病棟への情報提供、地域の医療・介護関係者との連絡調整に努め

た。また、窓口では院内外の様々な相談に対応した。 
 
 
 
 

  ③ 各医師別に地域連携予約枠を設け、紹介予約が概ね１週間以内

に入るよう配慮することで、迅速に受け入れられる体制を継続し

ている。また、患者支援センターにおいて、緊急受診や転院依頼に

スムーズに対応し、かかりつけ医から信頼される体制を維持した。 
 
 

④ 診療情報提供料Ⅲを算定できる医療機関を院内に周知した。 
 
 
 

  ⑤ 退院前に、多職種による退院後の支援を前提としたカンファレ

ンスを行っている。また、コロナ禍の状況を見極めつつ、地域の医

療機関、包括支援センター、訪問看護ステーションやリハビリステ

ーションへの訪問活動を行い、在宅復帰に向けた支援を地域全体

で促進した。 
 
 
 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

【関連する数値目標】 

事  項 
第３期計画

目標 

（参考） 
第２期計画

目標 

手術件数 7,000 件 6,000 件 

紹介率 80.0％ 80.0％ 

逆紹介率 80.0％ 60.0％ 

 
 

⑥ 地域包括ケアの推進に向け、地域

の関係者や訪問看護ステーション等

の関係機関と協働の取組を充実させ

る。 
 
⑦ 診療所訪問を積極的に行い、前方

連携を充実させ、紹介件数の増加を

図る。 
 

数値目標 令和３年度目標 

手術件数 5,800 件 

紹介率 80.0％ 

逆紹介率 80.0％ 

 
 
 
 
 
（イ）合同カンファレンス、地域医療フォ

ーラムの開催等による地域の医療従事

者の支援 
 

⑥ 退院前訪問及び退院後訪問を実施し、訪問看護ステーション等

在宅スタッフと共に患者の療養生活を支援している。 
 
 

 
  ⑦ 地域連携支援事業者と協働し、訪問は月２３件程度実施した。 

 
 

【数値目標に対する実績】 

事項 令和３年度 令和２年度 

手術件数 5,488 件 4,923 件 

紹介率  86.0％  87.2％ 

逆紹介率  99.2％   119.6％ 

 
 【参考】 

○地域医療機関への訪問件数  
３１１件（令和２年度 ５１件） 

 
（イ）みぶ病診連携カンファレンスを年６回、地域医療フォーラムをオ 

ンラインで開催し、地域の医療従事者への支援を行った。 
 
 【参考】 

○地域医療フォーラム（オンライン開催） 
    令和４年３月１２日「あきらめないであなたの未来」 

（５０名参加） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑸ 高度専門医療 

 

           

中期目標 

イ がん医療の充実  
がん診療連携拠点病院等との連携を基に、がん患者の遺伝子情報を調べて治療にいかす、がんゲノム医療や外科的手術・放射線治療・化学療法等を組み合わせた集学的治

療、成人・小児血液がんに対する造血幹細胞移植、輸血療法、緩和ケアの充実など、幅広いがん治療の提供体制を確保すること。 
「周術期統括部」の機能を十分に発揮し、がん診療の充実と質の向上を目指すこと。  

 がんと診断されたときからの緩和ケアや、患者及びその家族に対する相談支援を積極的に行うこと。また、がんの予防や早期発見に向けて、京都市のがん予防の取組に 
積極的に協力すること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

イ がん医療の充実 
  高度医療機器（ＰＥＴ―ＣＴ、リニア

ック、ダヴィンチ等）の活用や多職種の

積極的介入により手術・放射線治療・化

学療法など集学的治療を提供する。 
  また、がんゲノム医療や成人・小児血

液がんに対する造血幹細胞移植、「周術期

統括部」の効果的な運用、緩和ケアの更

なる推進等により、がん診療の一層の充

実と質の向上に努める。 
  がん患者とその家族が可能な限り質の

高い治療・療養生活を送ることができる

よう、多職種が積極的に関与し、心理面

も含めたサポートや意思決定支援、就労

支援等を実施する。 
  がん予防や早期発見に向けては、京都

市のがん予防の取組への協力やがん検診

を充実させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ がん医療の充実 
（ア）集学的治療及び緩和ケアの提供 

① がん医療の推進体制の充実を図る

とともに、手術、放射線治療、化学

療法、免疫療法及び緩和ケアについ

て、それぞれの専門職種が積極的に

介入・連携して治療に取り組む。 
 
 
 
② 高度医療機器（ダヴィンチ、 

ＰＥＴ-ＣＴ、リニアック等）の活用

を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 放射線治療専門医、医学物理士及

びがん放射線療法認定看護師といっ

た専門資格を有するチームにより、

質の高い放射線治療を行う。 
 
 
 
 
④ ロボット支援手術について、消化

器、泌尿器及び呼吸器領域の実績拡

大に努める。 

イ がん医療の充実 
（ア）集学的治療等の提供 
  ① 手術・放射線治療・化学療法・免疫療法等について、医師をはじ

め、専門看護師・認定看護師、専門薬剤師、セラピスト及び管理栄

養士などが協働・連携してがん患者の治療に取り組んだ。また、が

ん医療体制等の充実を図り、がん診療連携業務委員会の下に３つの

プロジェクト（がん診療連携拠点事業推進プロジェクト、がん診療

質向上プロジェクト、がん診療戦略的広報プロジェクト）を立ち上

げ、取組を推進した。 
 
  ② 高度医療機器（ＰＥＴ-ＣＴ、リニアック、ダヴィンチ等）の活用

を積極的に推進した。とりわけ、ダヴィンチに関しては、関連する

診療科で先々の症例情報を共有し、手術日程を調整することで効率

的な活用に取り組んだ。 
 

【参考】 
○ＰＥＴ－ＣＴ件数 
  ２，１０７件（令和２年度 ２，１２３件） 
○リニアック稼働件数 
  ８，１８２件（令和２年度 ６，６９６件） 

   ○ロボット支援手術件数   
   ・前立腺がん  ７２件（令和２年度  ８１件）  
   ・腎がん    ２４件（令和２年度  １８件）  
   ・肺がん    ３９件（令和２年度  ２８件） 
   ・胃がん    ２５件（令和２年度  １９件） 
   ・その他    ５０件（令和２年度  ４８件）  

      合 計   ２１０件（令和２年度 １９４件） 
 

  ③ 部門内で多職種によるブリーフィング、カンファレンスを定期的

に開催し、問題の洗い出しや解決に努めている。病棟でのカンファ

レンスや倫理カンファレンス等にも積極的に関わっている。 
  
  【参考】 
   ○放射線治療患者数  
     ２５５人（令和２年度 ２０９人） 
 

④ ロボット支援手術について、泌尿器、呼吸器及び消化器領域の手

術を積極的に行った。更なる対象臓器の拡大に取り組み、骨盤臓器

脱の施設基準取得に向けて準備を進めている。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤ 周術期統括部による手術枠の効率

的な運用により、安心・安全な手術

実施を拡大するとともに、術後疼痛

管理についても対象の拡大を図る。 
 
 
 
 
⑥ 腫瘍内科において、臓器横断的な

治療が必要な原発不明がん、難治が

ん、希少がん等に対応し、セカンド

オピニオンの受入れも行う。 
 
⑦ 小児がん連携病院としての機能を

充実させ、小児がん拠点病院との連

携をより深める。 
   
 
 
（イ）がん診療の質の向上 
  ① 質の高いがん医療を提供できる人

材の育成に向け、職員の積極的な研

修参加や資格取得を目指す。 
 
② 成人・小児血液がん等に対する造

血細胞移植を推進するとともに、造

血細胞移植フォローアップ外来等を

活用し、より質の高い移植医療を提

供する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ がんゲノム医療連携病院として、

専門職を育成し、質の高いがん医療

を提供する。 
 
 
④ 緩和ケア病棟を有効活用し、緩和

ケアに関わる人材の育成等を行い、

緩和ケア医療の更なる充実を図る。 
 
 
 
 
 

  
⑤ 手術室の空き枠を他科に開放したり、緊急・臨時手術に利用する

ことにより、効率的な運用を図った。また、周術期統括部を中心に、

多職種で術後患者のＡＰＳラウンドを実施し、疼痛管理を行った。 
 
  【参考】 

○ＡＰＳラウンド実績 
６７１件（令和２年度 ５７０件） 

     
⑥ 腫瘍内科において、他院から難治がんに対するセカンドオピニオ

ンを４件、希少がんや原発不明がんを７例受け入れた。また、遺伝

子パネル検査を２５件実施した。 
 
 
  ⑦ 症例に応じて紹介・逆紹介を行い、連携を深めた。 
 
  【参考】 
   ○新規の血液がん・固形腫瘍患者 

１１例（令和２年度 １１例） 
 
（イ）がん診療の質の向上 
  ① 学会の専門医・指導医の取得をサポートするとともに、がん看護

グループによるがん看護研修（全６回、１８４名）を行い、質の高

いがん医療を提供できる人材育成を計画、実行した。 
 

  ② 成人・小児血液がん等に対する造血細胞移植を実施、造血細胞移

植後フォローアップ外来を活用し、質の高い医療を提供している。 
 

【参考】 
○造血細胞移植件数 

区分 令和３年度 令和２年度 

成人 16 件 10 件 

小児 4 件 2 件 

   
 ○骨髄移植フォローアップ外来件数 

     ９２件（令和２年度 ６８件） 
 
  ③ がんゲノム医療連携病院として、がんゲノム医療コーディネータ

ー研修会を受講するなど人材育成を行った。また、がんゲノムコー

ディネーター研修修了医師と協働し、ＩＣに看護師が同席すること

で患者の理解度の確認と不安の緩和を図った。 
 

④ 院内研修会を開催し、緩和ケアに関わる人材育成を行うことで、

緩和ケア医療の充実を図った。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ がん患者へのリハビリテーション

を実施できる職員を計画的に育成

し、がんリハビリテーションを推進

する。また、手術前からのリハビリ

提供の充実により、術後の早期ＡＤ

Ｌ改善につなげる。 
 
⑥ 京都産業保健総合支援センターと

の連携、休日開院やメディカルスタ

ッフ外来の充実等、柔軟な診療体制

の推進により、働くがん患者等の支

援を進める。 
 
 
⑦ 小児がん患者における学習と治療

の両立を支援するとともに、思春期・

若年成人世代（ＡＹＡ世代）に対し

て、教育、就学、就労、生殖機能の

温存等の情報提供及び相談体制を整

備する。 
 
⑧ 市民公開講座の充実や患者会への

支援等、がん患者や家族の支援を行

う。 
 
⑨ 希少がんや難治がんに関する研究

への参加により、がん患者の療養生

活の質向上に貢献する。 
 

（ウ）地域の医療機関等関係機関との連携 
① 地域連携クリニカルパスを活用す

ることにより、地域の医療機関等と

一体となってがん患者を診ることが

できる地域のがん診療ネットワーク

に貢献する。 
 
 
 
 
 
② 患者支援センターや専門外来等が

地域の関係機関と連携し、がん患者

が安心して治療・退院前後の生活を

送れるよう支援する。 
 
 
 
③ 地域の学会等で積極的に発表活動

を行い、がん領域での地域への指導

的役割を果たす。 
   

⑤ 院内研修発表会を開催し、リハビリテーションに関わる職員の人

材育成を行った。 
 
   
 
 
 

⑥ 京都産業保健総合支援センターと当院における面談同席や研修

依頼等を通じて連携を深め、両立支援の質向上に努めた。また、時

間外の外来化学療法及び放射線治療の実施や乳腺外科の夕方の診

察を継続して行うなど、働くがん患者の支援を行った。 
  当院主催の両立支援に関するＷＥＢ研修会において、乳腺外科に

よる講演を行った。 
 
  ⑦ 若年成人（ＡＹＡ）世代の血液がん治療について、血液内科と小

児科で協力体制を取った。また、精子保存や卵子保存についても、

可能な症例については実施した。 
 
 
 
 

  ⑧ オンラインによる市民公開講座や患者会の実施や会報による情

報提供を行うことで、がん患者や家族の支援を行った。 
  
 
  ⑨ 国立がんセンター東病院との共同研究２例と京都大学が主催す

る研究１例に参加し、がん患者の療養生活の質向上に努めた。 
 
 
（ウ）地域の医療機関等関係機関との連携 

① ５大がん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん）及び前

立腺がんの地域連携クリニカルパスを活用し、地域の医療機関等と

一体となってがん患者の診療を行った。 
 
【参考】 

○５大がん地域連携クリニカルパス 
１８件（令和２年度 １５件） 

   ○前立腺がん地域連携クリニカルパス 
     ７１件（令和２年度 ６７件） 
 

② 患者支援センターにおいて、外来から介入することで、地域との

連携も含めて状況を把握し、入院・退院後の支援につなげる取組を

積極的に行った。また、がん患者に対して、退院時の栄養情報提供

書の作成、抗がん剤の処方内容や副作用等の内容をお薬手帳に記載

するなど、退院前後の生活支援を行った。 
  がん放射線療法看護専門外来を令和４年１月に開設した。 

 
  ③ 日本血液学会総会、日本造血・免疫細胞療法学会総会、近畿血液

学地方会等に演題を提出した。京都府医師会乳がん検診症例検討会

での症例発表を行うとともに、乳がんをテーマとした地域医療フォ

ーラムでは、当院の乳がん治療について多職種で発表した。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【関連する数値目標】 

事  項 
第３期計画 

目標 

（参考） 
第２期計画 

目標 

新規がん 
患者数 

2,000 人 2,000 人 

がんに係る 
化学療法件数 

5,000 件 3,900 件 

がん治療 
延べ件数 

18,000 件 16,000 件 

 

 
④ 患者の在宅復帰に向けて関係機関

等との連携を強化する。 
 
 
 
 
（エ）がん予防及び早期発見に向けての取  

  組 
① 京都市のがん予防の取組へ協力す

る。 
 
② がん罹患につながる疾病を有する

患者や高齢者への働きかけを行い、

がんの早期発見・早期治療に貢献す

る。 
 

数値目標 令和３年度目標 

新規がん患者数 2,000 人 

がんに係る 
化学療法件数 

4,800 件 

がん治療延べ件数 16,750 件 

 
 
 
 

  
④ 地域連携室及び入退院支援室の看護師を通じて、訪問診療を実施

している施設、リハビリ入院の可能な医療機関に早期に連絡、情報

交換を行い、迅速な転院、退院などの対応を行った。また、在宅で

看護する家族の一時休息を目的としたレスパイト入院を受け入れ、

在宅医療の支援を行った。 
 
（エ）がん予防及び早期発見に向けての取組 
 

① 子宮頸がん・乳がん・胃がん検診等、京都市が実施するがん予防 
の取組に協力した。 
 

  ② 乳がん患者会定例会や市民公開講座（オンライン配信）を開催し、

がんの早期発見・早期治療を呼び掛けた。 
 
 

【数値目標に対する実績】    

事項 令和３年度 令和２年度 

新規がん患者数 1,628 人  1,457 人  

がんに係る 
化学療法件数 

4,918 件  5,152 件  

がん治療延べ件数 11,928 件  11,222 件  

 （注１）がんに係る化学療法件数とは、外来化学療法加算Ａの算定件数。 

 （注２）がん治療延べ件数とは、悪性腫瘍手術件数（診療報酬点数表の

第１０部 手術のうちレセプト電算処理システム名称マスタに

「悪性腫瘍」が含まれる行為の算定件数）、がんに係る化学療法

件数及びがんに係る放射線治療件数（高エネルギー放射線治療件

数と密封小線源治療件数の総数）の合計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑸ 高度専門医療 

 

           

中期目標 

ウ 生活習慣病への対応  
(ｱ) 心臓・血管病センター及び脳卒中センターの機能発揮  

心臓、脳、腎臓など、血管病変が主な原因となる疾患に関連する診療科が、生活習慣病の予防から診断、治療まで有機的に連携し、対応すること。 
(ｲ) 糖尿病治療  

食事・運動療法、薬物療法により、網膜、腎臓等の合併症を予防し、生活の質を低下させないための糖尿病治療に取り組むこと。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

ウ 生活習慣病への対応 
（ア）心臓・血管病センター及び脳卒中セ

ンターの機能発揮 
   心血管疾患は心臓・血管病センター、

脳血管疾患は脳卒中センターが中心と

なり、関連部署が連携して、慢性疾患

の重症化予防、ＱＯＬ向上などに取り

組むとともに、迅速で最適な治療を提

供する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 生活習慣病への対応 
（ア）心臓・血管病センター及び脳卒中セ

ンターの機能発揮 
ａ 心臓・血管病センター 

① 診療体制、診療内容を充実させ、

救急患者、紹介患者の受入体制を

強化し、虚血性心疾患に対する内

科的治療を充実させる。 
 
 
 
② 閉塞性動脈疾患等の安定確保に

向け、下肢の動脈拡張手術、血栓

除去手術等、末梢血管への対応力

について、積極的にＰＲする。 
 
 
③ 心血管疾患患者に対するリハビ

リテーションの充実を図る。 
   
 

ｂ 脳卒中センター 
① 脳神経外科及び神経内科共通の

クリニカルパスを充実させるな

ど、チーム医療を推進することで、

包括的な急性期脳卒中診療を行

う。 
 
② 脳神経外科と神経内科が一体と

なって、救急患者に対応するとと

もに、初期診療プロトコルの充実

や院内研修等により、病院全体の

初期対応能力の向上を図る。 
    
 
 
 
 
 
 

ウ 生活習慣病への対応 
（ア）心臓・血管病センター及び脳卒中センターの機能発揮 

 
ａ 心臓・血管病センター 

   ① 循環器系疾患への対応については、心臓・血管病センターを中

心に多職種が連携し、救急受診から検査、治療、リハビリ等、回

復に向けた治療・ケアを実施した。 
 
   【参考】 
    ○ＰＣＩ、ＥＶＴ件数 ４３９件（令和２年度 ４３１件） 

 
   ② 閉塞性動脈疾患の検出や治療の経過観察に実施される血管エ

コー、血圧脈波検査、皮膚灌流圧測定検査を実施した。 
 

【参考】 
    ○フットケア外来 ５４８件（令和２年度 ５７２件） 
 
   ③ 外来でも集団心臓リハビリを行い、心疾患患者の退院後の生活

を見据えた個別性のある生活指導、リハビリテーションを多職種

で検討し、実施した。 
 
  ｂ 脳卒中センター 
   ① 脳神経外科と神経内科合同カンファレンスには、医師、看護師

以外の多職種も参加し、チーム医療を実践した。既存の脳出血の

クリニカルパスは作成済だが、脳梗塞パスは未作成であったた

め、作成に引き続き取り組んだ。 
  
  

   ② 脳神経外科と神経内科の合同カンファレンスを週１回開催し、 
症例提示のうえ、意見交換を行った。また、救急での診療につい 
ても、必要に応じて患者の治療方針を両科で協議した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
（イ）糖尿病治療 

関連診療科との連携により、合併症

予防を含む総合的な生活習慣病予防や

治療を行う。 
   また、糖尿病教室等を開催し、地域

に対する生活習慣病予防に係る啓発活

動を積極的に行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 早期のリハビリテーションを推

進するとともに、脳卒中地域連携

クリニカルパスの利用等により、

地域の関係機関との連携を密に、

回復期及び維持期リハビリテーシ

ョンに切れ目なく移行できるよう

後方連携を一層推進する。            

 
 
（イ）糖尿病治療 

① 糖尿病対策チームを中心とした糖

尿病透析予防指導（腎症外来）や患

者会の運営等を通じて、総合的な糖

尿病療養支援を実施する。 
 
 
 
 
 

② 患者のニーズに即した糖尿病教

育入院メニューをＰＲし、利用者の

増加を図る。 
 
 
 
 

 
 
 

③ 外来・入院ともに管理栄養士によ

る食事指導を充実させる。 
 
 
④ 糖尿病教室・腎臓病教室の開催、

病診連携の講演会等を充実させ、地

域に対する生活習慣病予防に係る

啓発活動を積極的に行い、健康寿命

延伸を図る。 
 
 
 
 

③ 多職種で病棟カンファレンス及びウォーキングカンファレン

スを行い、早期からリハビリテーションを開始している。また、

脳卒中地域連携クリニカルパスを活用し、回復期リハビリ病棟で

のリハビリ継続が必要と予想される患者については、入院の時点

で説明のうえ同意書を取得し、迅速な後方連携の推進を図った。 
 

【参考】 
    ○脳卒中パス １１６件（令和２年度 １３０件） 
 
（イ）糖尿病治療 
   ① 糖尿病対策チームを中心とした糖尿病透析予防指導（腎症外

来）で、新しく糖尿病性腎症と診断された患者や以前透析予防外

来を受診した患者に対して継続的な指導を行った。コロナ禍によ

り患者会の開催は見合わせたが、会報を臨時で発行して支援に努

めた。 
      
   【参考】 
    ○腎症外来 １６３件（令和２年度 １５４件） 

 
   ② 糖尿病教育入院については、十分なコントロールを目指す１１

泊１２日、合併症評価や教育を短期集中で行う７泊８日入院な

ど、患者ニーズに即したメニューを提供した。 
 

【参考】 
○教育入院 

  ・１１泊１２日 ２７件（令和２年度 １０７件） 
  ・ ７泊 ８日 ３５件（令和２年度  ２５件） 
  ・ ３泊 ４日  ０件（令和２年度   ０件） 

 
   ③ 外来・入院ともに積極的に栄養指導を行い、入院患者について

は、糖尿病食の提供者に積極的に栄養指導を実施するため、病棟

担当以外の栄養士も含め複数名で対応した。 
 

   ④ コロナ禍のため、不特定多数参加の教室の開催は困難であった

が、病診連携の会は一部会合をオンラインで行った。 
 
   【参考】 
    ○糖尿病教室（月１回） 未実施（令和２年度 未実施名） 
    ○腎臓病教室（年３回） ２０名（令和２年度  １９名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑸ 高度専門医療 

 

           

中期目標 
エ 適切なリハビリテーションの実施  
   可能な限り早期から急性期リハビリテーションを開始することで、患者の回復の促進や合併症の予防を図り、早期の回復期リハビリテーションへの引継ぎや社会復帰に努

めること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

エ 適切なリハビリテーションの実施 
患者のＡＤＬ向上や合併症の予防に向

け、早期からの集中的な急性期リハビリ

テーションの提供を行うとともに、回復

期、在宅リハビリテーションを担う機関

との連携を推進する。 

エ 適切なリハビリテーションの実施 
（ア）急性期リハビリテーションの提供 

① 高度な急性期医療を提供する施設

として、脳血管・運動器・がん・心

臓・呼吸器に係る適応患者への迅速

かつ集中的な急性期リハビリテーシ

ョンを実施する。 
   

② リハビリテーション専門医と連携

し、効果的かつ効率的なリハビリテ

ーションを提供する。 
   
 
 
 

③ 手術前のリハビリテーションや 
ＩＣＵ患者に対してのリハビリテー

ションを実施し、早期回復、早期離

床へ向けたリハビリ提供体制を整え

る。 
 
（イ）退院後のリハビリテーションの提供

や他施設との連携 
① 退院後のリハビリテーションの指

導の充実等、地域包括ケアシステム

の中でのリハビリテーション提供体

制を充実させるほか、他施設とも連

携を図る。 
 

エ 適切なリハビリテーションの実施 
（ア）急性期リハビリテーションの提供 
  ① 早期からのリハビリテーション開始に向けて、セラピストの積極

的な病棟カンファレンスの参加や入院時からの介入などにより、脳

血管・運動器・がん・心大血管・呼吸器に係る適応患者への迅速か

つ集中的な急性期リハビリテーションの拡充に取り組んだ。 
 
 

② リハビリテーション専門医が他科から依頼された患者の診察を

実施し、セラピストへ効果的、効率的な訓練を指示した。 
 

【参考】 
 ○初期加算件数 ４３，３２５件（令和２年度 ３５，１２１件） 
 ○早期加算件数 ６５，９９３件（令和２年度 ５５，８００件） 
 
③ 人工股関節や脊椎疾患患者に対し、術前にリハビリテーションを

実施するとともに、ＩＣＵ患者に対してはウォーキングカンファレ

ンスで離床計画を立案し、早期離床を進めた。 
 
 
 
（イ）退院後のリハビリテーションの提供や他施設との連携 
 

① 退院時リハビリテーション指導書による指導や退院時に多職種

ケアカンファレンスを行い、リハビリテーション提供体制を充実さ

せている。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑹ 健康長寿のまちづくりへの貢献 

 

           

中期目標 

ア 地域包括ケアの推進  
地域ケア会議や出前講座等の機会を通じて、地域の関係機関との連携を強化するとともに、地域包括ケアにおける在宅医療の推進に向けて、積極的に支援を行うこと。    

イ 認知症対応力の向上  
 高齢化に伴う認知症の増加に対応するため、全職員が認知症対応力を向上させるとともに、地域と連携して社会的要請に応えていけるよう取組を進めること。  

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

ア 地域包括ケアの推進 
  地域の診療所、かかりつけ医から回復

期、慢性期の医療機関、在宅リハビリテ

ーション、介護サービスまで、積極的に

関係機関との連携を行い、地域全体で切

れ目のない医療が提供できるよう、急性

期病院としての役割を果たし、地域全体

での医療水準の向上に貢献する。 
 
イ 認知症対応力の向上 

 全職員の認知症対応力の向上を図り、

認知症ケアチームを中心に、認知症を発

症・悪化させることなく安心して急性期

治療を受けられる体制を整えるととも

に、地域の関係機関と連携し、早期に地

域での暮らしに戻れるよう、支援する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 地域包括ケアの推進 
 ① 地域の医療機関等とのカンファレン

スや研修会等を積極的に実施し、急性

期病院として、地域全体の医療水準の

向上を図る。 
 
 
 
 
イ 認知症対応力の向上 
 ① 認知症ケアチームを中心に、せん妄

予防の取組をはじめ、行動・心理症状

（ＢＰＳＤ）のリスク予測や身体合併

症の悪化予防、家族へのケア等を適切

に実施する。 
 
 ② 研修受講等により、全ての職員の認

知症対応力を向上させる。 
  

③ 専門性を有する人材の確保・育成や、

認知症対応に係る関係機関との連携強

化により、認知症患者が安心して受診

できる病院づくり、また、院内デイケ

アの活用及び退院後の療養生活におけ

る家族、地域医療機関等と連携し、安

心して転退院できる環境づくりを推進

する。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ア 地域包括ケアの推進 
 ① みぶ病診連携カンファレンスをはじめとする地域の医療機関との

連携勉強会を開催した。また、地域医療フォーラムも２月にオンライ

ンで開催した。 
 
 
 
 
 
イ 認知症対応力の向上 
 ① 多職種による認知症サポートチームラウンドを週１回実施してお

り、認知症を有する患者のケアについて協議し、病棟スタッフに助言

を行った。また、多職種で連携し、退院前後の家庭及び施設訪問や意

思決定支援を行った。 
 
 

② ＤＳＴ・認知症研修会をはじめとする各種研修を実施し、認知症対

応力の向上に努めた。 
 

③ 認知症学会専門医が在籍しており、専門性をもった診療、ケアを実

施した。また、近隣の医療機関との情報共有を積極的に行った。 
コロナ禍により、病棟デイケアを実施し、環境調整や不安の軽減に

努めた。 
 

 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑹ 健康長寿のまちづくりへの貢献 

 

           

中期目標 ウ 健診センター事業として人間ドック及び特定保健指導を積極的に行うこと。  
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

ウ 健診センターにおいては、４疾病（が

ん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病）の

予防を中心として、多様なドックメニュ

ーやオプション検査、特定健診等を積極

的に提供し、より多くの市民の健康増進

に貢献する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 健診センター事業の充実による疾病予

防の取組の推進 
 ① がん関係の検査の充実、精密検査対

象者のスクリーニング機能を強化し、

がんの早期発見を推進する。 
  

② 多様なニーズに対応するため、ドッ

クメニューやオプション検査の充実、

受入枠の拡大等、健診センターの運用・

体制面の見直し、強化を図る。 
  
 
 

③ 要精密検査対象者のフォローアップ

により、迅速で適切な治療への移行を

支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 健診センター事業の充実による疾病予防の取組の推進 
  

① 窓口での検査の勧奨やがんを疑われる受診者に対し個別に連絡し

がんの早期発見に努めた。 
 
 

② 受入枠の拡大を目指して腹部エコーを並列化し、検査体制を強化し

た。 
 

【参考】 
○人間ドック受診者数  

４，０１６人（令和２年度 ３，２４３人） 
 

③ 検査当日に結果説明を行うとともに、専門診療科の精密検査の事前 
予約を可能とし、さらに、健診成績表送付時に診療予約案内を同封 
するなど、要精密検査対象者の受診を促し、迅速で適切な治療への移 
行を支援した。 

 
 
 
 
 

 

 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑹ 健康長寿のまちづくりへの貢献 

 

           

中期目標 エ 健康教室の開催、患者会の支援等による市民への啓発の取組を進めること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

エ 健康教室や出前講座など市民公開講座

の実施や、患者会への積極的な支援によ

り、地域住民や患者のフレイルや認知症

の進行を抑制し、市民の健康づくりを推

進するとともに、今後の治療や療養につ

いて、患者、家族、医療従事者があらか

じめ話し合うＡＣＰ（アドバンス・ケア・

プランニング）の普及に努める。 

エ 市民啓発事業の充実 
① 健康教室をはじめとした各種教室等

の市民公開講座や地域への出前講座、

地域住民対象の講演会等を積極的に実

施し、市民の健康づくりに関する啓発

を行う。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
② 患者会については、患者・家族同士

の交流促進や自主活動支援を目的に、

積極的に運営を支援する。 
 
 
③ ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プラン

ニング）について、院内での研修を実

施するとともに、地域に向けた啓発活

動を実施する。 
 

エ 市民啓発事業の充実 
① 毎年開催していた健康教室「かがやき」や糖尿病教室、禁煙教室は

コロナ禍で開催を見合わせたが、出前講座は１回実施した。また、市

民公開講座はオンライン配信とし、地域への啓発活動を行った。 
 
 

【参考】 
○健康教室等受講者数 

講座名 令和３年度 令和２年度 

かがやき 59 人 開催せず 

母親教室 261 人 63 人 

糖尿病教室 20 人 開催せず 

禁煙教室 開催せず 開催せず 

  
【参考】 
○出前講座実績 １件（令和２年度 ３件） 

 
 

② コロナ禍により、患者会はほとんど開催を見合わせたが、がん患者・

家族のサロン「みぶなの会」は従来のディスカッション形式ではなく、

講義形式に変更して開催することで、患者・家族へ支援を行った。 
 
 

③ 院内向け研修会を１回、院外向け研修会を１回開催し、啓発活動を

行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

２ 京北病院が提供するサービス 

⑴ 市立病院と京北病院の一体運営 

 

           

中期目標 市立病院との人事交流を推進することにより、診療体制を強固なものとし、また、双方の病院の長所を取り入れ、より良い患者サービスの提供に努めること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

 市立病院の医師や看護師、医療技術職等

の派遣や人事異動を適切に行い、双方の病

院の長所を業務上に反映させるなど、更な

る患者サービスの向上を図る。 
 
 
 
 
 
  

 

ア 人事交流の更なる推進 
 ① 市立病院からの応援体制について人

事交流を一層推進し、質の高い医療を

提供する。 
 
 
 

② 京北病院医師の技能・経験を市立病

院と共有することにより、市立病院に

おける総合診療の質の向上に資する。 
 

 
イ 一体的な診療の実施 
 ① 総合情報システムを活用し、検査、

診断、治療の一体化を推進する。 
 

② 市立病院と京北病院を結ぶ患者送迎

車を活用する。 
 
 

 

ア 人事交流の更なる推進 
 ① 市立病院から派遣した小児科・眼科・皮膚科・乳腺外科の医師をは

じめ、内視鏡検査の専門医、視能訓練士等の専門職員により、京北病

院において質の高い医療が提供された。また、京北病院における看護

師の年度末退職等に対応するため、看護師を京北病院へ配置転換し、

適正な看護体制を維持した。 
 
 ② 市立病院から派遣した研修医に対し、京北病院の常勤医師が外来診

療や訪問診療を通して得た技能や経験を伝授した。 
 
 
 
イ 一体的な診療の実施 
 ① 共通の総合情報システムにより、両病院間で患者情報を共有し、迅

速かつ的確な診療を提供した。 
 
 ② 京北病院と市立病院との間を往復する患者送迎車を週 3 回運行し、

京北病院では実施できない化学療法やＭＲＩ等の高度医療機器によ

る検査、専門外来を受診する患者及び透析を行う患者を送迎した。 
 

【参考】 
○送迎利用者 往復延べ ７３６人（令和２年度 ７８８人） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

２ 京北病院が提供するサービス 

 ⑵ 地域包括ケアの推進 

 

           

中期目標 

ア 京北地域における地域包括ケアの拠点として、地域包括支援センターその他の関係機関との密な連携を基に、急性期から慢性期までの入院・外来・在宅における医療を提

供するとともに、地元ニーズと現状を常に的確に把握し、必要に応じて運営状況を見直し、地域の実情に寄り添った医療の提供を行うこと。【へき地医療・政策医療】 
イ 総合診療専門医の確保及び育成を目指すこと。  
ウ できる限り住み慣れた地域や住まいで自立した生活が送れるよう支援していく施設介護サービス及び居宅介護サービスを提供すること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

ア 京北地域の住民の医療・介護ニーズ

に適切に応えるため、地域包括支援セ

ンターをはじめ、京北地域で医療・保

健・福祉サービスを提供する関連機関

や施設との密な連携を行い、入院、外

来、在宅、通所リハビリテーション、

診療所等において幅広く医療を提供す

る。 
医療・介護の提供や、関連施設との

密な連携を通じて、地元ニーズと現状

を常に的確に把握し、地域の実情に寄

り添った運営に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 地域のニーズに即した幅広い医療の提 

 供 
① 地域の関係機関との情報交換により

医療需要を把握し、必要な診療体制を

維持する。 
 
② 急性増悪に至らないように早期の入

院勧奨、医療的管理が必要な患者のレ

スパイト入院など、入院病床の有効活

用を図るとともに、総合医としての診

療及び退院患者の継続的なケアを行

う。 
 

③ 退院後の療養環境、介護環境に備え

る地域包括ケア病床を積極的に活用す

る。 
  
 
 
 
 
 

④ 在宅療養支援病院として、引き続き

２４時間往診対応及び急変時の入院受

入れ等を行う。 
 
 
 
⑤ 地域住民の定期的な保健指導等を実

施するなど、患者ひとりひとりに対し

て包括的な健康管理を行う。 
 
 
 
 
 
⑥ 福祉あんしん京北ネットワーク協議

会を主軸に、関係機関との連携を深め、

地域包括ケアの中心的役割を担う。 
 
 

ア 地域のニーズに即した幅広い医療の提供 
 
 ① 地域の医療福祉関係者や行政関係者で構成される福祉あんしん京

北ネットワーク協議会や京北地域行政推進会議への出席及び情報交

換を積極的に行い、地域ニーズの収集や動向の把握に努めた。  
 
② 訪問看護師を通して、在宅療養中の患者の病状の変化を把握し、病

気が進行しないうちの入院勧奨を行った。 
 

   
 

 
 
 ③ 新型コロナ拡大防止を念頭に置きつつ、在宅療養中の患者や介護施

設入所者の状態悪化時の緊急入院を積極的に地域包括ケア病床に直

接受け入れることで、病床の有効活用を図るとともに、当該病床の在

院可能日数を活用し、退院後の療養環境や介護環境の整備を推進し

た。 
 
  【参考】 
   ○地域包括ケア病床稼働率 ７０．１％（令和２年度 ７１．７％） 
 
 ④ 在宅療養支援病院として、引き続き２４時間往診対応及び急変時の

入院受入ができる体制を継続した。 
 
  【参考】 
   〇往診件数 １４５件（令和２年度 １７０件） 
 
 ⑤ 京北病院では、かかりつけ医として、外来診療に加え、訪問診療及

び訪問看護を行い、患者に適した診療と健康管理を行った。 
   新型コロナの流行を受け、地域唯一の病院として、積極的に新型コ

ロナワクチンの住民向け集団接種や個別接種に取り組んだ。 
   
  【参考】 
   ○新型コロナワクチン接種 延べ６，８０１件 
 
 ⑥ 「福祉あんしん京北ネットワーク協議会」において、京北病院は「い

きいき部会」及び「地域ケア部会」に所属し、各部会が開催する健康

増進セミナーや出前講座、地域ケア会議（リモート）に積極的に参加

した。 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
イ 地域医療の担い手として、幅広い領

域の疾病等に対して適切な初期対応と

継続診療を全人的に提供できる総合診

療専門医の確保・育成に向けて取り組

む。 
 
ウ 居宅介護支援事業所によるマネジメ

ントの下、施設介護サービスから、訪

問看護及び通所リハビリテーション等

による居宅介護サービスに至るまで、

幅広く提供する。 
 

【関連する数値目標】 

事  項 
第３期計画

目標 

(参考) 
第２期計画

目標 

訪問診療

件数 
1,900 件 1,440 件 

訪問看護

件数 
6,700 件 6,700 件 

（注１）訪問診療件数には、往診の件数を

含む。 
（注２）訪問看護件数には、訪問リハビリ

テーションの件数を含む。 
 

⑦ 近隣地域の医療機関とも連携し、京

北地域外からも患者を受け入れる。 
 
 
⑧ 地域ニーズに応じた市民公開講座や

医療・介護従事者の学習会を開催する。 
 
 
 
⑨ 看取り等、患者の状況やニーズに応

じたきめ細かな訪問診療、訪問看護を

確保する。 
 
イ 総合診療医の確保・育成 

① 幅広い領域の疾患等に対応できる総

合診療専門医を確保・育成する。 
 
 
 
ウ 介護サービスの質の向上 

① 居宅介護支援事業所のケアマネジメ

ント機能を一層発揮し、介護サービス

における効率性の向上と安定を図る。 
  
 

 

数値目標 令和３年度目標 

訪問診療件数 1,800 件 

訪問看護件数 6,500 件 

（注１）訪問診療件数は、往診件数を含む。 
（注２）訪問看護件数は、訪問リハビリ  

テーション件数を含む。 
 
 
 
 

② 介護老人保健施設において、質の高

い介護サービスを提供し、要介護度の

高い利用者の受入れに適切に対応す

る。 
  
 
 
 
 
 

③ 安心して在宅で生活できるようリハ

⑦ 近隣地域の医療提供体制を考慮しつつ、京北地域外からの救急搬送 
要請を積極的に受け入れた。 

 
 
 ⑧ 外来待合スペースを活用して、毎月１回、病気の対処や予防方法を

テーマにしたミニ講座や京北地域の福祉施設も対象とした褥瘡に関

する研修会を令和元年度まで継続実施してきたが、２年度からコロナ

禍により開催を見合わせている。 
 
 ⑨ 末期がん等ターミナル期の患者からの在宅看取りの要望時は、患者

や家族の意向に可能な限り寄り添い、訪問診療や訪問看護により、医

療サービスをきめ細かに提供した。 
 

イ 総合診療医の確保・育成 
 ① 市立病院と京北病院との連携による総合診療専門医の育成に向け

た方策の検討を行った。 
 
 
 
ウ 介護サービスの質の向上 

① 介護老人保健施設による施設介護サービスから、訪問看護及び通所

リハビリテーション等による在宅介護サービスまで、居宅介護支援事

業所のケアマネジメントの下、提供した。 

 

 

【数値目標に対する事項】 

 令和３年度 令和２年度 

訪問診療件数 1,658 件 1,744 件 

訪問看護件数 6,611 件 6,018 件 

 

【参考】 

  ○居宅介護支援事業所利用者数 

    ４４９人（令和２年度 ４３９人） 
 
 
 ② 介護老人保健施設「はなふるさと」において、利用者の要介護度や

家族の状況、入所者の状態に応じて、長期入所・短期入所の受入れを

行った。 
 
 【参考】 
  ○介護老人保健施設入所者数 

８，７４７人（令和２年度 ８，５６５人） 
  ○介護老人保健施設稼働率 
     ８２．６％（令和２年度 ８０．９％） 
 
 ③ 通所リハビリテーションを積極的に行うとともに、在宅療養中の患

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ビリテーションの充実を図る。 
 
 

 
 
 

④ 地域の歯科医師と連携し、地域の高

齢者の医療・介護予防の取組を推進す

る。 
 
エ 中長期的ビジョンの検討 

① 地域包括ケアシステムにおける役割

や地元要望、患者動向等を踏まえた中

長期的なビジョンを検討する。 
 
オ 収益性の向上 

① 月次経営分析数値を基にしたＰＤＣ

Ａの活用により、入院収益等の向上を

図り、経営改善に努める。 
 
② 入院における病床利用率の向上と適

正な在院日数を維持する。 
     
 
 
 
 
 
 
 

者に対して理学療法士による訪問リハビリテーションを実施した。 
 
【参考】 
 ○通所リハビリテーション利用者数 
   ３，２９４件（令和２年度 ３，００６件） 

 
 ④ 京北病院の医師が訪問診療を行った際に、歯科治療が必要な患者に

ついては歯科医院に連絡し、訪問診療を依頼した。また、京北病院に

入院中の患者で歯科治療が必要な場合は往診を依頼した。 
 
エ 中長期的ビジョンの検討 
 ① 地域包括ケアシステムを含む京北地域の課題について、行政や社会

福祉協議会、高齢者福祉施設、京北自治振興会等と意見交換を行った。 
 
 
オ 収益性の向上 

① 毎週の企画会議や毎月の病院運営委員会において運営方針の決定

や経営状況の共有化に取り組むとともに、理事会でも協議を行い、経

営改善に努めた。 
 

② 外来診療及び訪問診療や救急受入れ等の機会を通じて、入院対象の

患者に対して入院を促すなどにより病床利用率の向上に努めたが、新

型コロナを懸念した外出・受診控えなどの影響を受けた。 
 
  【参考】 

○病床稼働率 ５０．１％（令和２年度 ５２．５％）      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

２ 京北病院が提供するサービス 

 ⑶ 救急医療【政策医療】 

 

           

中期目標 
京北地域における唯一の救急告示病院として、救急医療を提供する役割を的確に果たすこと。また、高度な医療を要する患者については、市立病院をはじめとする急性期医

療機関と連携すること。  
 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

京北地域における唯一の救急告示病院と

して、初期救急医療を提供する役割を的確

に果たす。 
高度医療を必要とする患者については、

市立病院をはじめ、急性期医療機関との連

携を図り、適切な対応を行う。 

ア 市立病院との一体的運営による適切な

初期救急医療の提供 
 
 
 
 
 
イ 市立病院やその他の急性期医療機関と

の連携による、高度医療を必要とする患

者への適切な対応 

ア 市立病院との一体的運営による適切な初期救急医療の提供 
  京北地域における唯一の救急告示病院として、院外心停止や重症患者

を積極的に受け入れ、初期救急医療を提供した。 
 
 【参考】 

○救急患者数 １，６９８人（令和２年度 １，４２１人） 
 
イ 市立病院やその他の急性期病院との連携による、高度医療を必要とす

る患者への適切な対応 
  京北病院では対応できない手術や高度医療機器を用いた検査等を必

要とする患者を、市立病院をはじめ市内の高度急性期医療機関へ搬送し

た。また、緊急性のある症例については、ヘリコプターによる患者搬送

を行った。 
 
 【参考】 
  ○市立病院への救急患者転送数 ３３人（令和２年度 ２９人） 

 ○市立病院へのヘリ搬送数   ２９人（令和２年度 ２６人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 



第３ 市民に対する安全・安心で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

１ チーム医療、多職種連携の推進 

 

           

中期目標 必要な医療専門職を確保するとともに、各医療専門職が最大限の専門性を発揮し、迅速かつ高度なチーム医療を推進すること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

 入院前から各医療専門職が連携し、

安心して入院治療を行える環境を整え

るとともに、退院を見据えた診療計画

の下、地域の医療・介護を担う関係者と

カンファレンス等を行うなど、迅速か

つ高度なチーム医療を推進する。 

① 入院前から多職種が関与し、効率

的かつ効果的な退院を見据えた診療

計画を策定し、積極的に地域の医療・

介護関係者と情報共有を行い、院内

外を問わず患者を中心とした切れ目

のないチーム医療を推進する。 
 
 
 
 
 
② 各分野における専門性を生かした

チーム医療を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 患者支援センターでは、医師、看護師、薬剤師、栄養士等多職種で入院前面談

を実施し、患者が安心して治療できるよう取り組んだ。入院前面談では、各種リ

スクの評価を実施したうえ、医師や認定看護師の介入依頼、病棟への情報提供、

地域の医療・介護関係者との連絡調整を実施した。また、コロナ禍でカンファレ

ンス開催が困難な中、ケアマネジャーや往診医、福祉業者などの地域スタッフと

電話連絡を取るなど連携を強化した。人工呼吸器を装着したレスパイト入院で

は、レスパイト入院患者共有シートを作成し、院内だけでなく行政とも入院前か

ら患者情報を共有している。 
京北病院では、医師・看護師をはじめとする、多職種連携によるチーム医療を

行っている。 
 

② 多職種が情報共有を行いながら専門性を生かし、市立病院において、以下のと

おり各分野におけるチーム医療を実施した。 
栄養サポートチーム（ＮＳＴ）では、チーム専従栄養士と病棟担当管理栄養士

が情報連携を行い、多職種による栄養管理に精力的に取り組んだ。 
緩和ケアチームでは、緩和ケア科医師やがん看護専門看護師を中心に、緩和ケ

ア科ミーティングや病棟ラウンドを行い、がん性疼痛のコントロールをはじめ、

患者の苦痛軽減、ケアの方向性の確認等を通じて、患者のＱＯＬの向上に努めた。 
褥瘡対策チームでは、皮膚科医師、皮膚・排泄ケア認定看護師、薬剤師及び管

理栄養士で回診を行い、褥瘡対策委員会で褥瘡の発生状況を報告するとともに、

褥瘡の予防や発生時の対策について検討し、職員への周知を行った。 
認知症サポートチーム（ＤＳＴ）では、神経内科医師や認知症看護に必要な専

門的知識・技術を有する看護師を中心に、ケアの実施状況の把握や病棟職員への

助言等を積極的に行った。 
感染制御チーム（ＩＣＴ）では、感染管理センターの下、感染管理認定看護師

を中心に環境整備・感染対策の遵守を主眼にＩＣＴ環境ラウンドを実施した。 
抗菌薬適正使用支援チーム（ＡＳＴ）では、多剤耐性菌保菌患者などの感染症

診療支援病棟ラウンドを行うなど感染対策を推進した。また、感染制御専門薬剤

師など専門性を生かせるよう人員の配置を行った。 
呼吸ケアチーム（ＲＳＴ）では、人工呼吸器からの早期離脱及び呼吸ケアの向

上を目指してカンファレンスの実施や週に一回定期的なラウンドを実施した。 
透析シャント管理チーム（ＶＡＭＴ）では、維持透析患者及び透析導入患者の

シャント管理を他職種と協力して行った。特に、シャント穿刺に関しては、エコ

ーガイド下穿刺を取り入れて、より安全に穿刺ができるようにした。 
術後疼痛管理チーム（ＡＰＳ）では、ラウンド対象を全診療科に拡大し、患者

の術後疼痛をコントロールすることで、早期離床・早期回復できるようにした。 
静脈血栓症対策チーム（ＶＳＴ）では、カンファレンスを実施し、検知後の重

症化を防ぐとともに、慢性期の血栓後症候群の続発を防止するため必要に応じて

介入した。 
倫理コンサルテーションチーム（ＥＣＴ）では、入院患者の倫理的課題につい

てのコンサルテーションに対応した。 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【参考】 

○栄養食事指導件数  
５，６４３件（令和２年度 ５，６９８件） 

〇栄養サポートチーム加算件数 
 １，４２１件（令和２年度 １，２８２件） 

○褥瘡発生率  
０．０４％（令和２年度  ０．０３％） 

 
京北病院では、院内の感染対策委員会やＮＳＴなど、医師・看護師をはじめと

する多職種連携によるチーム医療を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第３ 市民に対する安全・安心で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

２ 安全・安心な医療の提供に関すること 

 ⑴ 医療安全管理体制の強化 

 

           

中期目標 
 
⑴ 医療安全に係る組織やマニュアルを不断に見直し、職員に対して効果的な教育を実施することにより医療安全体制を強化すること。 
  

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑴ 医療安全に係る組織やマニュアルの整

備による医療安全体制の強化、職員研修

の更なる充実を図る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① より安全で透明性の高い医療を提供す

るため、院内の安全管理体制を強化・持

続させる。 
 
 

② 医療安全研修の充実及び受講率の向上

に努める。 

① 医療安全推進室職員とリンクドクター、部署安全マネージャーが各診

療科、各部門と密に連携し、安全に係る水準の向上に取り組んでいる。

これらの新たな取組が市立病院の安全管理体制の強化につながってい

る。 
 

② 実際の事故事例の紹介を行うなど医療安全研修の質を充実させた。新

型コロナウイルス感染症により、研修は e-ラーニングで開催した。また、

e-ラーニングの受講が困難な職員は、紙媒体を使用した受講方法を取り

入れ、研修受講の呼びかけを強化し、受講率向上に努めた。これにより、

前年度と比べ受講者数が大幅に増加し、受講率は１回目が４９％、２回

目は８４％を超えた。 
 
【参考】 
○医療安全研修受講者数 

    ２，６１０名（令和２年度 １，８５７名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 

 



第３ 市民に対する安全・安心で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

２ 安全・安心な医療の提供に関すること 

 ⑵ 事故の発生及び再発防止 

 

          

中期目標 ⑵ 問題症例の検討や院内事故調査委員会の機能強化を図り、事故の再発防止に取り組むこと。     

          

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑵ 医療安全レポートの迅速な提出を徹底

するとともに、インシデント・アクシデ

ントを分析し、統計に基づく適切な予防・

対策により、事故の再発防止に取り組む。 
また、重大事例については、外部委員

を含む医療事故調査委員会において適切

に対応する。 
 

 

① 全部署からの医療安全レポートの提出

を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 医療安全レポートのデータに基づき、

事例検討を行い、調査・分析手法を用い

て、迅速で適切な再発防止策を立案する。 
 
 
 
 
③ 重要な事故報告を見逃さないための医

療安全レポートトリアージや院内ラウン

ドにより、点検機能を強化する。 
 
 
 

④ 医療法第６条の１０に定められる医療

事故発生時には、医療事故調査委員会を

迅速に開催することにより、適切な対応

を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 全職員を対象に医療安全レポート提出を呼び掛けるとともに、新規採

用者研修（中途採用含む）、リスクマネジメント部会等で、医療安全レポ

ート提出の意義について説明し、提出の促進を図った。 
 
【参考】インシデント・アクシデント件数 
＜市立病院＞ 
○インシデント ２，４１８件（令和２年度 ２，９９９件） 
○アクシデント    ３２件（令和２年度    ２６件） 

＜京北病院（病院）＞ 
○インシデント    ９０件（令和２年度   １２１件） 
○アクシデント     １件（令和２年度     ２件） 

＜京北病院（介護）＞ 
○インシデント   １０７件（令和２年度    ８５件） 
○アクシデント     １件（令和２年度     ２件） 

 
 
② 医療安全管理委員会等において、インシデント及びアクシデント事例

の迅速な把握、分析、再発防止に努めた。また、リスクマネジメント部

会等において、部署安全マネージャーを中心にアクシデント事例や警鐘

事例において、多職種が関わる医療安全レポートを元に、各部門・各部

署の事例を分析し、再発防止策と進捗管理を報告した。 
 
 
③ 専任安全マネージャー及び医療安全推進室メンバーの積極的な医療

安全レポートの確認促進、院内ラウンドを継続して行った。医療安全推

進室の構成員が警鐘事例等の検討項目を提示し、トリアージしたうえで

検討を実施した。 
 
 

④ 医療事故発生時には、医療安全管理マニュアルの医療事故調査実施要

綱に基づき、医療事故調査委員会を開催できる体制を整え、適切に対応

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 
 
 
 



第３ 市民に対する安全・安心で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

２ 安全・安心な医療の提供に関すること 

 ⑶ 臨床倫理への取組 

 

          

中期目標 ⑵ 問題症例の検討や院内事故調査委員会の機能強化を図り、事故の再発防止に取り組むこと。     

          

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑵ 医療安全レポートの迅速な提出を徹底

するとともに、インシデント・アクシデ

ントを分析し、統計に基づく適切な予防・

対策により、事故の再発防止に取り組む。 
また、重大事例については、外部委員

を含む医療事故調査委員会において適切

に対応する。 
 

 

① 臨床現場での倫理的問題の解決に取り

組むとともに、主な倫理的課題について

指針策定を検討する。 
 
 
② 地域での臨床倫理普及に貢献する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 臨床倫理委員会において、一部既存のマニュアルを改訂、統合し、臨

床倫理マニュアルの作成に着手した。 
 
 
 

② 京都府内の医療従事者及び職員を対象に日本専門医機構認定共通講

習（臨床倫理）を開催した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 
 



第３ 市民に対する安全・安心で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

３ 医療の質及びサービスの質の向上に関する事項 

⑴ 医療の質の向上に関すること 

 

           

中期目標 
ア 評価指標の活用や第三者機関の評価を受けることにより、医療の質の向上に努めること。  
イ 高度かつ標準的な医療を提供することができるよう、医療専門職の知識・技術の向上を図り、必要となる機器及び設備の計画的な充実に努めること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

ア 医療の質に関する客観的な指標や外部

評価機関の評価を分析、課題を抽出し、

継続的な医療の質向上の取組を推進す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 継続的な医療の質向上の取組の推進 
① 独自の臨床指標に基づき、ＰＤＣＡ

サイクルを回すことによって医療の質

を向上させる。また、当該臨床指標を

公表する。 
 
 
 
 
 
 
 
② 病院機能評価の結果や期中の評価を

踏まえ、各部門で積極的に対策、改善

に取り組むとともに、部門間の情報共

有を図り、適切に進捗管理を行い、病

院全体として継続的に質的改善活動を

行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
③ 医療の質に係る評価事業への参加及

び評価結果の公表を通じ、経年変化や

他施設との比較により、改善活動を実

施する。 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 継続的な医療の質向上の取組の推進 
 ① 市立病院独自の臨床指標（クリニカル・インディケーター）１３分

野４８項目の実績を診療概要及びホームページにおいて公表すると

ともに、医療の質推進委員会において、プロセスフローチャート（Ｐ

ＦＣ）作成や文書一元管理に取り組み、医療の質マネジメントシステ

ム（ＱＭＳ）を推進し、各部署におけるＰＤＣＡサイクルによる業務

改善活動を行った。 
 
  【参考】重点取組項目 

○紹介率   ８６．０％（令和２年度 ８７．２％） 
○逆紹介率  ９９．２％（令和２年度 １１９．６％） 

     
 ② 各所属、委員会に対し、病院機能評価機構から指摘のあった改善事

項等への進捗状況について照会をかけ、各部署でＰＦＣの作成と文書

管理に取り組み、令和４年１月末に期中の確認を病院機能評価機構に

提出した。 
 
  【参考】 

○病院機能評価受審結果（全８９項目） 
評価 定義・考え方 市立病院 
Ｓ 秀でている １２ 
Ａ 適切に行われている ７３ 
Ｂ 一定の水準に達している ４ 
Ｃ 一定の水準に達しているとはいえない ０ 

 
 
 
 ③ 日本病院会の「ＱＩ（クオリティー・インディケーター）推進事業」、

全国自治体病院協議会の「医療の質の評価・公表等推進事業」に参加

し、当該指標に基づく実績を定期的に把握するとともに、院内の関係

委員会等に報告し、医療の質の向上や業務改善に活用した。また、各

部署においても、他病院のベンチマークを参考に改善活動に努めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
イ 医療専門職の更なる能力向上に努め、

その知識や技術を結集し、積極的に取り

入れることで、高度かつ標準的な医療を

提供する。また、医療機器については、

整備・更新計画を策定し、費用対効果や

稼働目標・実績等の検証を行うことで、

効果的な運用を図る。 
 
 

 
イ 最新の知見や資格の取得等の促進及び

医療機器の効果的な運用 
① 学会、研修会への参加機会の提供や

専門性に関する資格保持に対する補助

を積極的に行うことにより、医療専門

職の知識・技術の習得を促進する。 
 
 
 
 
② 手術支援ロボットやＭＲＩ等の高度

医療機器を最大限活用する。 
 
 
 
 
 
 
③ 医療機器の費用対効果を検証し、良

質な医療を提供するための効率的な整

備・更新と効果的な運用を行う。 
 
 

 
イ 最新の知見や資格の取得等の促進及び医療機器の効果的な運用 
 
 ① 医療専門職の知識・経験の向上を図るため、学会出張や研修会への

参加、専門性に関する資格保持に対する補助を行うなど、専門性向上

の支援を積極的に行った。また、部署においてもカンファレンス等を

開催することで現場職員に周知・促進に努めた。 
 
 【参考】 
  〇資格補助 ２３０件（令和２年度 ２３０件） 
 
 ② 手術支援ロボット（ダヴィンチ）については、泌尿器科、消化器外

科及び呼吸器外科を中心に十分に活用するとともに、ＭＲＩ装置を活

用し、質の高い安全な医療の提供、患者の負担軽減に努めた。 
  

【参考】 
 ○ＭＲＩ検査件数  １０，９６１件（令和２年度 １０，３６６件） 

  〇ロボット支援手術件数  ２１０件（令和２年度    １９４件） 
 

 ③ 修理不能の機器やサポートが終了した機器に関して、良質な医療提

供を維持するため必須のものは優先的に更新した。一定高額の機器に

ついては稼働状況、収益状況を十分監視しながら、計画的に更新の適

否を検討する体制を構築しつつある。ダヴィンチ手術については、保

守運用・消耗品コストをリスト化し、患者ごとの診療報酬請求額と照

らし合わせることで、費用対効果の明確化・評価を行った。現状に対

して見える化を実施し、限られた予算内において効率的な整備や運用

を目指すべく、しっかりと実施計画を定め、優先度の高いものより順

次実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第３ 市民に対する安全・安心で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

３ 医療の質、サービスの質の向上に関する事項 

⑵ 患者サービスの向上に関すること 

 

           

中期目標 
ア 患者満足度を客観的に把握したうえで、病院内外における継続的な改善策を講じ、患者サービスの一層の向上を図ること。  
イ 市民ボランティアと職員の協働の積極的な推進や市民モニターの活用を通じて、市民目線でのサービスの向上に努めること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

ア 入院支援センターの機能を強化し、入

院前から退院後まで継続した診療・ケア

を受けられるようサポートする患者支援

センターを新たに設置する。 
  御意見箱等に寄せられる声から、課題

を抽出し、病院全体となって継続的な改

善活動に取り組む。 
  職員の接遇についても、全職員の接遇・

対応力の更なる向上に努める。 
 
 
 
 
 
 
イ ボランティア登録者数の増加や、活動

領域の拡大を図るとともに、市民モニタ

ーの市民目線による評価等を通じて、サ

ービスの充実に努める。 
 
 

ア 患者中心の医療の提供を実現する患者

支援体制の確立 
① 患者や家族が安心して入院し、安全

に治療や検査が受けられるように、新

たに設置した患者支援センターの機能

を最大限活用し、各部門の連携により、

入院前から入院中、退院後まで一貫し

た診療・ケアを円滑に受けられるよう

サポートする。 
 
② 医療対話推進者の育成を行い、患者

相談支援機能の充実を図る。 
 
 
 
イ 院内外のモニタリングによる継続的な

改善活動の推進 
① 外来の待ち時間や、職員の接遇、障

がい者対応などにおける課題につい

て、ご意見箱、患者満足度調査、市民

モニター制度等を活用し、関係部署が

連携して業務改善に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
② 患者視点の医療サービス提供に向

け、職員を育成しつつ、患者経験価値

に基づくサービスの改善につなげる。 
 
 
 
ウ 市民・患者参加のサービス向上 

① ボランティア活動員の確保・定着及

び活動領域の拡大を図る。 
 
② 市民モニター制度において、市民目

線のモニタリングを実施し、職員の意

識及び業務改善を推進する。 

ア 患者中心の医療の提供を実現する患者支援体制の確立 
 
 ① 患者支援センターの３部門（地域連携室、入退院支援室、相談支援

室）の活発な活動により、地域からのスムーズな入院、早期退院、退

院後の在宅医療に向けて取り組んだ。 
 

【参考】 
○入退院支援加算 ７，０１１件（令和２年度 ６，６８２件） 

  
 

② 患者相談支援機能の充実を図るため、医療対話推進者の配置に取り

組んだ（令和３年４月配置）。新たに設置した医療対話推進者により

３１件の新規相談に対応した。また役割を明確化し、介入のプロセス

フローチャートを完成し、患者相談支援機能の充実を図った。 
 
イ 院内外のモニタリングによる継続的な改善活動の推進 
 
 ① 患者中心の医療の提供を実現するため、患者の声が改善につながる

「患者経験価値」（PX：Patient eXperience）調査を、年３回（従来

１回/年）実施し、改善活動が評価できるよう仕組みを構築した。 
患者の声を改善につなげる活動を促進するために職員の実践した

改善活動を GoodJob として取り上げ、月間ＭＶＰ職員への表彰及び

GoodJob を共有できる研修会を実施した。 
   患者さんからのメッセージカードから患者さんの声を聴き、トイレ

の改修や点字ブロックへの対応等多職種と検討し改善につなげた。 
      無料で利用できる院内 Wi-Fi を整備し、患者サービスの向上を図っ

た。 
 
 ② 「患者経験価値」調査の結果に基づき、各部署で改善活動を行った。

特に「退院時の説明に関すること」、「不安や悩みを話せる職員がい

たか」、「ナースコールの対応」について改善に取り組んだ。                                   

 
 
 

ウ 市民・患者参加のサービス向上 
① コロナ禍のため、一時的な活動の停止など、大幅な制限を行わざる

を得なかった。 
  

 ② コロナ禍のため、市民モニター会議を中止としたことから、モニタ

リングを実施できなかった。 
 

Ａ 

 



第３ 市民に対する安全・安心で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

４ 適切な患者負担の設定 

 

           

中期目標 誰もが公平な負担で、必要かつ十分な医療を受けることができるよう、適切な料金を定めること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

誰もが公平な負担で、必要かつ十分な医

療を受けることができるよう、適切な料金

を定め、運用する。 
 

誰もが公平な負担で、必要かつ十分な医

療を受けることができるよう、適切な料金

を定め、運用する。 
 

 各種料金の額については、病院管理規程で定め、適正に運用した。 
 これまで、医療機能の分化・連携の取組から、平成２８年度に初診時選

定療養費を改定し、紹介状の持参の呼び掛けを継続的に行ったほか、消費

税増税にも迅速に対応してきた。 
 
【参考】 

  ○紹介率 ８６．０％（令和２年度 ８７．２％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 迅速性・柔軟性・効率性の高い運営管理体制の充実 

 ⑴ 迅速かつ的確な組織運営 

 

          

中期目標 地方独立行政法人の利点をいかして、理事長のリーダーシップによる迅速な意思決定と組織的な業務運営を図ること。 
   

          

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

理事長のリーダーシップによる迅速な意

思決定の下、全職員が法人の理念やビジョ

ン、戦略を理解し、組織的な業務運営に取

り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 理事長のリーダーシップによる迅速な

意思決定 
① 法人理念やビジョン、戦略について、

職員との対話を推進し、職員一人一人

の経営への参画意識を高め、病院全体

が一体となって業務に当たる。 
 
 
 
 
② 理事長の下、理事等の病院幹部、各

部門・職種が協働し、質の高い医療を

提供するため、課題を抽出し、その解

決に取り組む。 
 
 
 

③ 委員会の役割の明確化と機能の充実

を図るとともに、機能的な組織体制へ

の見直しを実施し、迅速に課題に対応

する。 
 
 
 
 
 

ア 理事長のリーダーシップによる迅速な意思決定 
  

① 新規採用者オリエンテーション等を通じて、法人理念や病院憲章、

倫理方針の浸透を図った。また、令和３年８月には、病院管理者会議

及び全職員閲覧対象の電子掲示板を通じて「令和２年度の機構決算と

今後の取組」を発出し、令和４年３月には「令和４年度予算と今後の

取組」もタイムリーに発行し、職員一人ひとりが機構の経営状況を正

しく認識し、これからの取組に対して、それぞれが具体的に業務に反

映して進められるように周知に努めた。 
 
 ② 医療の質と経営の質双方の向上に向け、多職種から成る「医療提供

と病院経営の質改善支援チーム（Ｗｅ ＭＵＳＴチーム）」が活動する

とともに、医療の質推進委員会の下で医療の質マネジメントシステム

（ＱＭＳ）活動を実施し、ＰＤＣＡによる改善活動を行った。 
また、経営改善プロジェクトチームを編成し、各種経営課題の解消

に向けた活動を実施した。 
 

③ 既存委員会のコンパクト化・効率化を図りつつ、委員会を機能ごと

に分類し、各カテゴリーを代表する層別コア委員会等を指定すること

で、委員会機能の充実を図るとともに、各委員会だけでは、解決でき

ない課題を横断的に検討できる協議体を編成し、課題の解決に努め

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 迅速性・柔軟性・効率性の高い運営管理体制の充実 

 ⑵ 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用 

 

          

中期目標  電子カルテや医事会計システム等を含めた総合情報システムをはじめ、情報通信技術（ＩＣＴ）の積極的な活用により、効率的かつ効果的な運用に努めること。 
   

          

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

ＩＣＴの積極的な活用により、患者サー

ビスの向上や医療の質向上、業務効率の向

上に努める。 
 

① ＩＣＴを積極的に活用し、患者サービ

スの向上や医療の質向上、業務効率の向

上に努める。 
 

① 平成２７年に更新した電子カルテを含めた総合情報システムにより、

市立病院及び京北病院のネットワーク環境の一元化を図っている。 
  次期総合情報システム導入に当たり、令和３年度よりＩＣＴ積極活用

の観点から現システムの問題点を精査し、改善策を盛り込んだ仕様書を

完成させ、９月に事業者の選定を完了した。 
次期システム稼働は、世界的な半導体不足等が影響したハードウェア

調達の遅れにより当初予定より遅延しているが、令和４年度末を目途に

稼働させる予定である。 
本稼働までの構築段階において、業務効率の向上、患者サービス、医

療の質向上を目的とした仕様実現を目指し、各フレーズにて協議・精査

を重ねてシステム完成と安定稼働を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａ 

 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 優秀な人材の確保・育成に関する事項 

 ⑴ 医療専門職の確保 

 

           

中期目標 
⑴ 医療専門職の確保  

医療機能を十分に発揮できるよう、必要な医療従事者を確保すること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

法人の役割及び医療機能を最大限発揮す

るため、事業進捗に合わせ、人材の確保に

努めるとともに、教育研修センターの機能

発揮により、職員の育成、定着を図る。 

① 医療情勢に対応した法人の役割及び医

療機能を最大限発揮するため、事業の進

捗・法人の収支を考慮し、計画的に必要

な医療専門職を確保する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 市立病院については地域の基幹的医療機関として、京北病院について

は地域に根差した医療・介護を提供する医療機関としての役割、機能を

果たすため、中期計画及び年度計画に基づく事業進捗に合わせた医療専

門職の計画的な採用に努めた。 
 

【参考】職員数（４月１日時点） 
○市立病院（経営企画局職員を含む。） 

 令和３年度 令和２年度 

医師 209 217 

看護師 532 518 

放射線技師 31 31 

薬剤師 38 36 

検査技師 26 26 

工学技師 15 14 

管理栄養士 10 9 

リハビリ 31 28 

ＭＳＷ 11 11 

事務その他 61 56 

合 計 964 946 

 

○京北病院 

 令和３年度 令和２年度 

医師 4 4 

看護師 35 35 

放射線技師 1 1 

薬剤師 2 2 

検査技師 1 1 

管理栄養士 1 1 

リハビリ 4 4 

ＭＳＷ 0 0 

事務その他 6 5 

合 計 54 53 

※職員数には休職者、京北病院の看護師には准看護師含む。 

 
 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
② 医師については、市立病院においては、

高度医療を担う専門性の高い医師を確

保、育成するため、京北病院においては、

幅広い領域に関する知識と経験を有する

医師を確保、育成するため、大学等関係

機関との連携や、学会への参加機会の確

保等により教育・研修の充実を図る。ま

た、臨床研修制度にも対応し、優秀な人

材確保に努める。 
 
 
③ 看護師については、質の高い実習及び

看護実践、積極的な情報発信により、効

率的かつ効果的な採用活動を実施する。 
 
 
 
 
④ 医療専門職にとって魅力ある病院の特

色のＰＲの手法を検討するとともに、学

会発表や論文作成等の学術活動を奨励し

ていく。 
 
⑤ 職員の定着率向上に向けた取組を推進

し、安定的な人材確保につなげる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
② 専門医資格維持のため学会出張を業務として認め、旅費等規定に基づ

き、予算の範囲内において当該出張旅費を支給している。また、初期臨

床研修制度において、プログラム責任者養成講習会へ１名及び指導医養

成講習会に２名の医師を派遣した。 
  京北病院では、医師の教育研修の一環として、学会への参加を促進し

た。 
 
 【参考】 
  ○医師学会出張等 

５７５件（令和２年度 ５３８件） 
 
③ ＬＩＮＥでの広報活動を開始し、広く看護師の情報を届けることがで

きている。また、次年度採用に向けて、院内でのインターンシップを実

施したり、対面式の病院説明会を行うことで積極的な情報発信の機会を

設けている。引き続き、ＳＮＳを利用した情報発信を進めていく。また、

感染状況を鑑みながら、引き続き対面でのイベント参加や実施を積極的

に行う。 
 
④ 病院の基準に則り、感染対策を行ったうえで、病院見学やインターシ

ップの受入れを通じた病院のＰＲを行っている。また、看護師において

はＬＩＮＥを使用した情報発信も開始した。引き続き、新型コロナウイ

ルスの影響を鑑みながら、ＷＥＢや現場でのＰＲの機会を検討する。 
  
⑤ 現体制を維持するとともに、麻酔科・小児科・救急科・健診センター

の常勤医師の随時募集を行った。         
職員のスキルアップのための研修制度、産休・育休制度、院内保育所、

ワークライフバランス支援制度等の情報を積極的に発信し、安定的な人

材確保に努めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 優秀な人材の確保・育成に関する事項 

 ⑵ 人材育成・人事評価 

 

           

中期目標 

ア 人材育成  
    医療、介護等に関する倫理観と専門知識・技術を持った職員の計画的な育成に努めること。  
イ 人事評価  
    職員の意欲及び主体性の向上並びに組織の更なる活性化のため、職員の能力、勤務実績を適正に評価する人事評価システムの適切な運用を図ること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

ア 人材育成 
法人理念を実践する使命感を持ち、倫

理観や専門性、協調性を備えた職員を育

成する。 
全ての職員が必要な技能や知識を習得

できるよう、教育研修センターを中心に、

法人理念を実践できる職員を計画的に育

成する。 
専門性向上のための学会・研修会等へ

の参加や専門資格の取得を促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 人材育成 
 ① 組織の経営を担う人材の育成を図

る。また、法人全体で行われている研

修を把握し、全職員が法人理念を実践

する使命感を持ち、必要な技能や知識

が習得できるよう計画的な人材育成を

図るため、教育研修センターの構築に

向けた検討を進める。 
 
② 職員の専門性向上のための資格取得

等を奨励するとともに、より高度な医

療技術を習得するための院外の学会、

研修会等への参加機会を確保する。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ア 人材育成 
① 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、計画どおりに進捗して

いないが、経営陣と担当課で教育研修センターのイメージ像の共有を

行った。引き続き、法人全体の研修の管理を行い、全職員が法人理念

を実践する使命感を持ち、必要な技能や知識を習得できるよう計画的

な人材育成を図っていく。また、教育研修センターの構築については、

新型コロナウイルスの影響を受けているものの、引き続き、研修のあ

り方も含めて検討していく。 
 

② 業務に必要な資格や専門性向上のための資格取得に必要な費用を

支給し、専門資格や高度な医療技術取得を支援した。医師等の出張の

あり方について見直しを行い、要勤務日以外の出張については、学会

研修等関係費制度を新設することで、旅費に準じた経費支給を行う

こととし、院外の学会等への参加機会の確保に努めた。 
 
【参考】 
    ○医師等の専門性に関する資格維持に対する補助 
     ２０６件（令和２年度 ２１８件） 
    ○医療技術職の専門性に関する資格取得に対する支援 
     ２１件（令和２年度  ９件） 
     

〇主な資格取得・維持者数 

 令和３年度 令和２年度 

看護師 25 24 

 専門看護師 3 3 

 認定看護師 22 21 

薬剤師 26 22 

放射線技師 26 26 

臨床検査技師 30 27 

臨床工学技士 15 13 

管理栄養士 19 15 

リハビリ 14 14 

             ※数値は年間の合計 

 

 
 
 
 

 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
イ 人事評価 

組織、職員の業績や、医療の質向上へ

の貢献等が評価され報われる人事評価制

度により、業務内容や評価に応じた処遇

の検討などを行い、職員の業務に対する

意欲の向上や組織の活性化を図る。 

③ 専門資格保有者の適切な配置や必要

な専門資格の計画的取得を推進する。

特に、施設要件に関連する専門資格の

保有状況をリスト化するとともに、有

資格者の計画的育成を行う。 
 
 
イ 人事評価 

① 職員の能力、勤務実績を反映した人

事評価制度を適切に運用する。 
 
 
 
② 制度の安定運用に向け、評価者及び

被評価者を対象とした研修を実施す

る。 
 
③ 人事評価制度について、職員のモチ

ベーション向上等に向けた適正な評価

及び活用方法を検討する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 職員の保有資格についての整理を行うとともに、施設基準に関連

する専門資格の保有状況について確認を行った。専門資格の保有状

況の把握を含め、引き続き資格の計画的取得を促進していく。 
  

 
 
 

イ 人事評価 
 ① 全職員を対象に人事評価制度を運用しており、中間評価及び最終評

価を通じて適切な運用に努めた。医師の人事評価制度については、今

年度から新たな人事評価制度を開始し、半年ごとの評価を診療業績手

当に反映している。 
 
 ② 毎年度実施の評価者向け研修により制度周知が浸透したことから、

令和元年から被評価者向けの研修を実施しており、６月に実施した。 
 
 
③ 職員のモチベーション向上に向け、人事評価制度の説明会実施や説

明資料の配布を行い、制度の趣旨及び取組方法の周知を行い、適切な

運用を呼びかけた。医師の人事評価制度については、本年度から人事

評価に基づく診療業務手当制度を導入し、人事評価を手当額に反映し

ている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 優秀な人材の確保・育成に関する事項 

 ⑶ 職員満足度の向上 

 

           

中期目標 職員のワークライフバランスを確保するとともに、職員が誇りや働きがいを持って職責を果たすことができるよう、職員の働きやすい環境を整備すること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

法人の理念の下、法人や組織の目標を成

し遂げる組織力の醸成や職員の人材育成を

行い、人事評価を適切に実施するとともに、

職員のワークライフバランス及び労働安全

衛生に係る取組の充実を図り、職員満足度

の向上につなげる。 

① 医師、看護師、医療技術職、事務職、

その他全ての職種の職場環境を整え、一

人一人が病院を支えている意識を高め、

職員満足度の向上につなげる。 
 
 
 
② 職員間のコミュニケーションの活性

化、職員のモチベーションや働き甲斐の

向上等に向けて、職員満足度調査の結果

から、職種や経験年数に応じた課題を見

出し、改善活動につなげる。 
 
 

 

① サービス向上委員会主催で、職員の業務上の好事例を評価・表彰する

研修会（Good Job 研修会）を年３回実施した（5月、11 月、3月）。ま

た、Good Job 研修会の取組について第 59 回全国自治体病院学会で発表

した。Good Job 研修会の継続や「患者経験価値」（PX：Patient 

eXperience）の概念を院内に周知し、業務改善に活かすことで、患者満

足度及び職員満足度の向上につながった。 

 

② 令和３年１２月から令和４年１月まで、令和３年度職員満足度調査を

全職員対象に実施した。また、職員満足度向上多職種ワーキングを月１

回開催し、職員満足度向上に向けた取組の企画を行っている。下半期か

らは新たに「院内留学」を開始し、多職種がチームとなり、各部署の見

学等を行うことで、コミュニケーションの活性化や他部門との連携強化

を図った。 

 

【参考】 

○ハッピースマイルカード ５６７枚（令和２年度 ２６９枚） 

  ○Good Job 表彰       ７部署（令和２年度 ４部署） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 優秀な人材の確保・育成に関する事項 

 ⑷ 働き方改革への対応 

 

           

中期目標 生産性の向上や意欲・能力を存分に発揮できる環境の整備に努めること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

生産性の向上を図るとともに、意欲・能

力を存分に発揮できる環境の整備に努め、

患者サービスの向上や医療の質向上、業務

効率の向上に努める。 

① ＩＣＴの積極的な導入等により、業務

効率化を図るとともに、より質の高い医

療の提供に向けて労働力をシフトするこ

とで、生産性の向上を図る。 
 
② 年休取得促進、超勤縮減のほか、自己

啓発や地域活動等を応援できる職場づく

り、仕組みづくりを検討するとともに多

様な勤務形態の検討を行うなど、職員の

ワークライフバランスを確保する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 安全衛生委員会における職員の健康管

理・健康診断受診率の向上、新型コロナ

ウイルス感染症対策を含むメンタルヘル

ス対策の充実、労働災害・公務災害に係

る原因の分析等を更に強化することによ

り、安全衛生に係る取組の充実を図る。 
 
 
④ 診療報酬改定で求められる医療従事者

の負担軽減等に適切に対応する。 
 
 
 
 
⑤ 職員が、自身の疾病の治療と職業生活

を両立できるよう支援する。 
 
 
 
⑥ 会議や事務処理の見直しにより、仕事

の効率化を進める。 
 

① ＩＣカードを用いた出退勤管理システムの導入に向け、職員証のＩＣ

カード化に取り組み、全職員の更新を完了した。引き続き、出退勤管理

システムの導入に向け、業者やシステムを具体的に検討している。 
 
 
② 毎月、年休取得日数及び時間外勤務時間をとりまとめ、各所属長へ周

知を行った。また、事務局においては６月から、定時退庁日と平日の午

後１０時以降の時間外勤務の原則禁止を徹底するため、定時退庁日の午

後６時３０分と、平日の午後１０時に、パソコンが自動的にシャットダ

ウンする設定を行った。 
  

【参考】時間外勤務・年次有給休暇取得状況 
  ○ 一人当たり月平均時間外勤務時間数 
     １７．１時間（令和２年度 １６．９時間） 
       ※一般事業主行動計画 １２．０時間 

○ 一人当たり年次休暇取得日数 
      １０．０日  （令和２年度  １０．６日） 
       ※一般事業主行動計画 １２．０日 
 
③ 安全衛生委員会を毎月開催し、安全衛生教育、定期健康診断の受診状

況、公務災害の発生要因等について調査審議や発生の分析を行い、今後

の改善取組について検討した。また、院内の臨床心理士による新型コロ

ナに関するメンタルヘルスの相談窓口を設置した。 
 

 【参考】 
○健康診断受診率 ９８．６％（令和２年度 ９９．０％） 

 
④ 令和２年度の診療報酬改定における重点課題に、「医療従事者の負担

軽減、医師等の働き方改革の推進」が位置付けられたことを踏まえ、引

き続き、医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に取り組ん

だ。また、新型コロナ対応で増大する職員の精神的負担に対し、産業医

による相談体制を構築した。 
 
⑤ 職員の疾病治療と職業生活の両立支援の一環として、抗がん剤治療及

び腹水症に係る腹水穿刺又は腹水濾過濃縮再静注法（ＣＡＲＴ）につい

て、平成３０年度から１時間単位の病気休務の取得を可能とした。また、

病気休職におけるリハビリ制度等を取得できるようにしている。 
  
⑥ 会議や事務処理の見直しの一環として、一部の委員会において会議資

料のペーパーレス化や委員会開催頻度の見直し等を行い、業務効率化に

つなげた。また、一部委員会の統廃合を行った。  
 

Ｂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

３ 給与制度の構築 

 

           

中期目標 職員の人事評価や法人の業務実績等に応じた給与制度を構築するとともに、職員給与は、常に社会情勢に適合したものとすること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

人事評価制度や法人の業務実績等を反映

し、職員の努力が報われ組織全体の意欲の

喚起につながるとともに、社会情勢に適合

した独自の給与制度を構築する。 
 

経営状況等の動向に留意しつつ、人事評

価制度の評価結果や法人の業務実績等を給

与に反映する給与制度の構築に努め、職員

のモチベーションアップ、組織全体の活性

化を図る。 
 

 医師について、初任給調整手当を廃止するとともに、人事評価に基づく

診療業務手当制度を導入し、人事評価を手当額に反映している（常勤医師

令和３年４月開始、研修医及び専攻医は令和２年４月実施済み）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

４ コンプライアンスの確保 

 

           

中期目標 
研修の実施等により職員のコンプライアンスに対する意識を向上させるとともに、情報公開の徹底や、法人内外からのチェックなどによりコンプライアンスの確保を図 

ること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

法人の理念、病院憲章、倫理方針及び医

療法その他の関係法令等の遵守について職

員研修を充実し、職員の意識を向上させる

とともに、日々の業務を通じて規程・基準

の点検・改善を行うことにより、組織全体

のコンプライアンスの定着を図る。 
また、情報公開を推進するとともに、監

事及び会計監査人等法人内外のチェック機

能を活用した取組を推進する。 

① 法人の理念、病院憲章、倫理方針及び

医療法その他の関係法令等の遵守につい

て職員研修を行い、職員の意識の向上を

図る。 
 
② 日々の業務を通じて規程・基準の点検・

改善を行う。 
  
 
③ 内部統制体制、リスク管理体制を適切

に運用する。 
 
 
 
 
④ 情報公開の推進、監事及び会計監査人

等法人内外のチェック機能を活用する。 
 
 

① 職員意識の向上を図るため、新規採用職員研修や中途採用者に対し

て、法人理念や病院憲章等の研修を実施した。 
 
 
 
② 個々の職員が日々の業務を通じて、改善活動に取り組んだ。また、令

和元年度の病院機能評価受審を契機とし、診療記録に係る規程の見直し

等、各種規程の点検や改正等を行った。 
 
③ 平成３０年度に内部統制・監査室を新設し、体制面での整備を図って

おり、他独法病院の取組等も参考にしながら、内部統制、リスク管理の

適切な運用に努めた。 
 内部通報・外部通報の体制を整え、制度の周知を行ったが、内部・外

部ともにこれまで通報実績はない。 
   
④ 監事及び会計監査人の決算監査を受審し、指摘された事項について適

切に改善した。また、令和３年度決算に向けた会計監査人の期中監査を

受審し、次年度監査に備えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

５ 個人情報の保護 

 

           

中期目標 職員に個人情報を保護することの重要性を認識させ、その管理を徹底させること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

法人の個人情報保護方針及びその他の関

係法令等を遵守し、個人情報の保護を図る。

また、研修の充実、個人情報管理の取組を

推進することにより、組織全体の個人情報

保護意識の徹底を図る。 
 

ア 法人の個人情報保護方針その他の関係

法令等の遵守 
 ① 個人情報管理の取組を推進すること

により、組織全体の個人情報保護意識

の徹底を図る。 
 

ア 法人の個人情報保護方針その他の関係法令等の遵守 
 
① 個人情報保護意識の徹底を図るため、新規採用や医師事務作業補助

者の採用時に研修を実施した。  
また、病院実務に準用できる研修となるよう講師と内容を調整した

うえで、全職員を対象とした個人情報保護研修を両病院で開催した。

新型コロナ流行の影響も踏まえ、少数集合研修、録画上映研修及び教

材により e-ラーニングにより実施した。実施後アンケ―トでは個人情

報への意識が高まったとのコメントが多数寄せられた。 
しかしながら、院内への持込みを禁止している個人用記録媒体（Ｕ

ＳＢメモリ）の持込事案等が毎年後を絶たないことから、理事長から

改めて全職員に個人情報の徹底を通知した。    
  
【参考】 

○個人情報保護研修の受講実績 
    １，０３０人（令和２年度 １，０１９人）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

６ 戦略的な広報と分かりやすい情報の提供 

  ⑴ 戦略的な広報活動の展開 

 

           

中期目標 ⑴ 医療サービスや法人の運営状況について市民の理解を深められるよう、目的や対象に応じた適切な内容や媒体による戦略的な広報を行うこと。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑴ 広報誌やホームページ等の各種広報媒

体を充実させ、病院の特色や取組内容等

を市民の目線に立った分かりやすい情報

発信に努める。 
  また、地域の関係医療機関への訪問活

動や市民を対象とした出前講座等の積極

的な健康教育などの充実により、地域に

対して積極的に情報発信を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 市民・患者向けの取組  
① 市民に選ばれる病院を目指し、ホ

ームページや広報誌等の媒体だけで

なく、出前講座や市民向けイベント

を開催するなど、幅広い広報活動を

展開するとともに、より分かりやす

い情報発信に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 地域の関係医療機関向けの取組 
① 地域の医療機関から選ばれる病院

に向けて、広報誌等での情報提供に

加え、地域医療支援病院として、症

例検討会や地域医療フォーラム等を

通じて、病診連携を強化するととも

に、地域医療機関へ訪問活動を強化

することで、市立病院の強み等をア

ピールする。 
 

ア 広報媒体の充実による市民に分かりやすい情報発信 
 
 ① 市立病院においては、市民・患者向け広報誌「やすらぎ」を年４回

発行し、院内、市役所、区役所、周辺施設への配架、関係医療機関へ

の送付、ホームページへの掲載を行った。ホームページの各部門情報

や治療実績の年度経過指標等を時点更新し、閲覧者に分かりやすく、

常に新しい情報を発信できるように努めた。 
京北病院においては、診療体制や医療、健康に関わる取組等を周知

する広報誌「スマイル通信」を発行し、関係機関に配布した。 
その他、看護の日に合わせた新聞掲載など、時期やターゲットに合

わせた広報活動を実施した。 
新型コロナ流行の影響により、対面や集合でのイベントは開催でき

なかったが、市民公開講座のオンライン開催など、開催手法を工夫し

て実施した。また、年度後半には出前講座等の開催も再開し、広報活

動に取り組んだ。 
 

【参考】 
○出前講座実績 

１件（令和２年度 ３件） 
 
イ 地域の関係医療機関向けの取組 
 ① 地域医療機関向け広報誌「連携だより」を年４回発行し、関係医療

機関へ送付して周知に努めた。また、９月に地域医療フォーラムを開

催するとともに、地域の医療機関への訪問活動を実施し、顔の見える

関係づくりに努めた。さらに、第３５回地域医療連携における薬剤業

務研修会や保険薬局薬剤師を対象としたがん薬物療法レジメンに関

する研修会を開催した。 
   地域連携室と地域連携支援事業者が協働して、地域医療機関への積

極的な訪問活動を実施して、市立病院の診療等をアピールした。 
 

 【参考】 
○地域医療機関への訪問件数  

３１１件（令和２年度 ５１件） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

６ 戦略的な広報と分かりやすい情報の提供 

 ⑵ 医療の質や経営に関する指標の活用及び情報発信の推進 

 

           

中期目標 ⑵ 医療の質や経営に関する指標について、正確で分かりやすい情報を提供すること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑵ 医療の質や経営に関する指標につい

て、分かりやすい情報発信を行う。 
① 独自の臨床指標の収集・分析に取り組

み、公表する。 
 
 
② 病院経営に関する情報等について、正

確で分かりやすい情報発信に努める。 
 
 
 
 
 

① 市立病院独自の臨床指標（クリニカル・インディケーター）１３分野

４８項目の実績を診療概要及びホームページにおいて公表した。 
   
 
② 毎年度の決算、事業報告等の病院経営に直結する情報や、毎月の稼働

状況等に関する理事会での議論をホームページ上で公開し、情報発信に

努めた。 
院内では、所属長に対して病院経営状況の説明資料を作成し、病院管

理者会議で周知を図るとともに、所属職員への説明資料として活用し

た。また、多職種から成る「医療提供と病院経営の質改善支援チーム 
（We MUST チーム）」の活動を通じて、経営分析システムで自院の診療情

報を分析し、他院の数値との比較を「見える化」した上で、院内報

（「Management Newsletter」ほか）で情報発信した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

 
 
 
 
 
 
 
 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

７ 外国人対応の充実 

 

           

中期目標 「訪日外国人旅行者受入可能な医療機関」への選定など、外国人受診者への対応を充実・強化し、受入体制を充実すること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

 外国人受診者への対応を充実・強化し、

受入体制を充実する。 
関係機関と連携し、外国語による案内・

パンフレット等の整備や観光庁が選定する

「訪日外国人旅行者受入可能な医療機関」

登録を見据え、外国人患者が安心して受診

できる体制の整備を図る。 
 
 
 
 

コロナ禍にあって外国人受診者は減少したが、従来から市立病院では京

都市医療通訳派遣事業を利用した医療通訳者の配置、各種説明文書の外国

版の作成を実施している。そのほか、医療通訳タブレットの継続導入やポ

ケトークの導入により、医療通訳不在時においても外国人患者が安心して

受診できる体制づくりに取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

 



第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

８ ２０２５年を見据えた病床機能の再構築への対応 

 

           

中期目標 
団塊の世代が全て後期高齢者となる２０２５年に向けて、京都府地域包括ケア構想により定められた医療提供体制の将来の目指すべき姿を考慮し、機構としてのあるべき姿

を早急に検討すること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

 医療制度改革等の動向や、地域医療構想

調整会議の議論の状況を踏まえ、あらゆる

選択肢を視野に入れ、自治体病院としての

在り方を検討し、しなやかで強靭な病院運

営を行う。 

 医療制度改革等の動向や、地域医療構想

調整会議の議論を踏まえ、自治体病院とし

て担うべき役割を見据えた病院運営を行

う。 
 
 
 
 
 
 
 

地域医療構想調整会議については、平成３０年度に京都市域を４つに分

けたブロック会議が開催され、令和元年度以降は、診療報酬における「重

症度、医療・看護必要度」の特徴に配慮した、いわゆる「京都方式」に基

づく報告様式により、両病院の現在の医療機能及び今後の果たすべき役割

等に基づき病床機能報告を提出している。なお、令和３年度の病床機能報

告では、新型コロナ対応に伴う病床編成により１病棟を休棟として報告し

ている。 
 京北病院においても、地域のニーズを的確に把握し、地域包括ケア病床

の活用等に努めた。 
なお、令和元年９月に厚生労働省から「再編統合等の再検証を要請する

公立・公的病院名」（全国４２４病院）が公表されたが、市立病院及び京北

病院は該当しなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

 
 



第５ 財務内容の改善に関する事項 

１ 経営機能の強化 

 

           

中期目標 診療報酬の改定や医療環境の変化に対し、的確かつ迅速に対応できる体制を構築すること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

医療制度改革や地域医療ビジョンを踏ま

え、患者動向、内部環境、外部環境等につ

いて、迅速に情報を収集、分析し、共有す

ることで、医療環境の変化に的確かつ迅速

に対応する。 

ア 情報の収集・分析・共有 
① 患者動向、内部環境、外部環境等に

ついて積極的な情報収集と中長期的視

野に立った戦略的情報分析により、医

療環境の変化に即応した経営機能の強

化を図る。 
 
② 地域医療構想及び診療報酬改定に適

切に対応するため、医療機能の維持、

需要と供給のバランス、収益面など

様々な観点から、シミュレーションを

行うなど検討及び対策を講じる。 
 
③ ＳＰＣや協力企業等の民間の専門的

知見を積極的に活用する。 
  

 
 
 

ア 情報の収集・分析・共有 
 ① 常任理事会や病院運営会議等院内幹部会議において、毎月の経営数

値や月次収支等について報告を行うとともに、経営支援事業者のノウ

ハウや知見を活用した内部環境、外部環境分析結果や先進病院の取組

状況等を参考にした経営改善策の検討・実行、また、新型コロナ対応

を踏まえた病床編成を行い、経営機能の強化を図った。 
 
 ② 令和３年度は、新型コロナの影響で京都市域地域医療構想調整会議

は開催されなかったが、病床ごとの医療機能に応じた病床機能報告を

行った。また、令和４年度診療報酬改定に適切に対応するため、改定

対応チームを編成し、情報収集や共有に努めた。 
 
 
 ③ ＰＦＩ業務改善会議において、経営分析や各種課題の抽出及び対策

等について、課題を抽出し、ＳＰＣの持つ専門的見地を積極的に活用

できる仕組みを構築した。 
   また、経営支援及び地域連携支援事業者を活用して、経営改善等の

取組を推進した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａ 

 



第５ 財務内容の改善に関する事項 

２ 収益的収支の向上  

 ⑴ 医業収益の向上と費用の効率化 

 

           

中期目標 
⑴ 病床利用率の向上や適正な診療収入の確保、未収金の発生防止に努め、収益確保を図ること。また、人件費比率の目標管理、診療材料等の調達コストの縮減、後発医薬品の使用

促進など費用の効率化を図ること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑴ 各指標の動向を注視し、効率的・効果的な病

床運営により、医業収益の向上を図る。また 

未収金対策を徹底するほか、適正な人員配置と

人件費比率の目標管理、診療材料費の節減、後

発医薬品の更なる使用促進等により、費用の効 

率化を図り、安定的な経営を目指す。 

  また、部門別収支をはじめ、的確な経営分析

と管理に努めるなど、健全な収支構造の確保を

図る。 

  市立病院については単年度黒字を維持し、京

北病院については単年度黒字化を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア 医業収益の向上に向けた取組 

① 経営基盤の強化に向けて、診療情報を活用

し、経営課題を抽出、共有するとともに、診療

機能の強化、質改善の取組を通して医業収益の

向上を図る。 
 
 
 
 

令和３年度は、令和元年度から続く、新型コロナへの対応を

実施しつつも、徐々に患者動向が感染拡大以前の状態へ戻りつ

つあり、アフターコロナの病院運営を見据えるうえで重要な１

年となった。 
市立病院では、診療単価の上昇等により、医業収益が１７４

億円となり、令和２年度を１２億円上回った。 
一方、支出面についても、手術件数の増加等に伴い、材料費

や委託料等の支出が前年を上回り、支出全体では令和２年度と

比べて、３．５億円の増加となった。 
また、市立病院は、第二種感染症指定医療機関として、新型

コロナの感染拡大初期の令和２年１月から京都府下トップク

ラスの患者数を受け入れてきた。令和３年度も引き続き、新型

コロナ専用病床の設置やそれに伴う一般病床（病棟）の休床を

実施し、新型コロナ患者の積極的な受入れを行ってきた。その

病床確保や休床対応に対して、京都府医療機関病床確保等支援

事業費補助金として１８億円を収入した。 

その結果、市立病院の純損益は、令和元年度以降２年連続の

赤字から脱し、８．３億円の黒字に転換した。 
 京北病院も同様に、徐々にコロナ禍からの回復の兆しが見ら

れたが、超高齢化と若年層の減少は顕著に続いており、その影

響が下半期に強く表れ、年間での外来・入院患者数は前年比で

減少した。 
 一方で、地域のかかりつけ医として使命を果たすべく、京北

地域の住民に対して、新型コロナワクチンの接種事業を積極的

に実施、その事業収入と補助金に加え、補正予算により運営費

負担金（地域医療分）が増額（８５百万円）したことで、平成

２３年度独法化以来、初の経常黒字となり、法人全体の収支で

は、４期ぶりの黒字転換となった。 
引き続き、アフターコロナでの安定的な経営を目指しつつ、

地域で求められる新興感染症へ対応を実施するとともに、より

効率的かつ効果的な病院運営を図っていく。 
 

ア 医業収益確保に向けた取組 
 ① 市立病院では、電子カルテＤＷＨ及びＤＰＣデータなど

医療情報データを活用した「見える化」により、病床の有

効活用を推進した。また、診療部との密な協議により、経

営課題を共有するとともに、それぞれの診療科特性に応じ

た診療機能の強化提案を行った。 
全職員に対しても、病院管理者会議や電子掲示板等を通

じて、財務指標やイラストを用いた分かりやすい経営状況

報告に努め、経営課題の共有を図った。 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
② 地域の医療機関との医療機能の分化・連携に

より、症状の安定した外来患者を積極的に逆紹

介し、外来業務の効率化を図るとともに、紹介

や救急患者を積極的に受け入れ、入院や手術の

増加につなげる。 
 
 
 
 
 
③ 多職種連携の下、PFM（ Patient Flow 

Management）を機能させ、効率的・効果的なベ

ッドコントロールを行い、重症患者の受入れを

行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 周術期統括部の下、効果的な運用を行い、手

術件数の増加を図るとともに、手術支援ロボッ

トやＭＲＩ等の高度医療機器を最大限活用す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 請求漏れの防止や診療報酬加算の積極的取

得、医事突合等による収益確保を徹底する。 
 
 
 
 
⑥ 未収金の発生予防対策や訪問回収等による

未収金に対する取組を進める。 
 

京北病院についても、各指標を法人幹部会議で伝達し

て、法人全体で情報共有を図るとともに、京北病院内にお

いても全職員が経営課題を共有し、経営改善に向けた方策

を検討した。 
 

② 症状の安定した患者の逆紹介を推進するため、２人主治

医制の推進、外来診察室付近でのポスターやデジタル掲

示、院内放送、ホームページ掲載等の手段により、周知を

図った。 
また、令和２年度の耳鼻いんこう科に続いて、令和３年

６月から泌尿器科において、初診患者は原則紹介のみ、再

診患者は予約のみとする紹介予約制を導入し、地域医療機

関との連携強化・機能分化を図りつつ、入院診療業務への

タスクシフトを進めた。 
 

 ③ 患者支援センターにおいて、多職種連携の下、入院前か

らのアセスメント・早期介入することで患者・家族を含め

た意思決定支援を実施し、退院後を見据えた適切な入院療

養環境と入院期間の提供に努めた。また、夜間・休日にも

多くの緊急入院患者の受入れができるように、外科系・内

科系・女性ごとに入院病棟の優先ルールを策定し、効率的・

効果的なベッドコントロールを実施した。 
また、臨床検査技師の専任配置により新型コロナに対す

る緊急ＰＣＲ検査体制を整備できたことで、感染対策に起

因するベッドコントロール負担を軽減し、効率的な病床利

用に寄与した。 
 

④ 周術期統括部が中心に、新型コロナ対策を進め、新型コ 
ロナ陽性患者への手術対応が実施できる体制を構築した。 
また診療科と協議のうえ、手術枠の見直しを実施するな 
ど、手術空き枠の有効活用を促進し、コロナ禍からの回復 
基調も相まって、手術件数は令和２年度の４、９２３件か

ら令和３年度は５、４８８件に増加した。 
 

【参考】 
○救急車受入患者数 

６，６２０人（令和２年度 ５，５２２人） 
○手術件数 

５，４８８件（令和２年度 ４，９２３件） 
○ロボット支援手術件数 

２１０件（令和２年度 １９４件） 
 

 ⑤ 診療報酬請求モニタリングを実施するなど請求精度の

向上に努めた。また、請求漏れの防止や診療報酬加算の積

極的取得、ＤＰＣコーディングの見直しを行ったほか、電

子カルテと医事システムの連携見直しやコスト伝票の運

用改善等を行った。 
 
 ⑥ 未収金対策については、無保険者対応、高額療養費制度

の活用等の未収金発生を未然に防止する取組を継続し、回

収及び分納管理を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する数値目標】 

（市立病院） 

項  目 
第３期計画 

目標 

（参考） 
第２期計画

目標 

一般病床利用率 89.7％ 93.0％ 

平均在院日数 10.0 日 10.5 日 

入院診療報酬単価 71,113 円 68,092 円 

外来診療報酬単価 20,257 円 15,500 円 

経常収支比率 100.9％ 103.6％ 

医業収支比率 96.1％ 95.0％ 

人件費比率 
（対医業収益） 49.2％ 50.4％ 

材料費比率 
（対医業収益）  30.1％ 24.8％ 

（注）一般病床利用率は、結核病床及び感染症病

床を含まない数値 

 

 

 

 

 

 
イ  費用の効率化 

① 部門別収支の活用を進め、収益の最大化と支

出の縮減を目指し、より効率的、効果的な医療

資源の投入により、経営の安定化を図るととも

に、部門ごとの主体的な収支管理を進める。 
 
② ＳＰＣの能力を最大限活用し、厳格な価格交

渉や院内在庫の縮減等に取り組み、材料費の縮

減を図る。 
 
 
 
③ 後発医薬品やバイオ後続品への切替えを更

に推進し、後発医薬品等の使用率を向上させ

る。 
 
④ 医療の質、患者サービス向上を念頭に置きな

がら、給与費の適正化や経費の節減に努めるこ

ととし、各委員会においては、費用対効果を意

識した運営を行う。 
 

 

 

（市立病院） 

数値目標 令和３年度目標 

一般病床利用率 87.8％ 

平均在院日数 10.2 日 

入院診療報酬単価 74,944 円 

外来診療報酬単価 20,466 円 

経常収支比率 98.5％ 

医業収支比率 93.7％ 

人件費比率（対医業収益） 51.3％ 

材料費比率（対医業収益） 29.9％ 

（注）一般病床利用率は、結核病床を含まない数値 

 

 

 

 

 

 

 
イ 費用の効率化 
 ① 新たな部門別収支作成システムの選定及び作成に向け

た配賦基準等の設定検討を行った。 
 
 
 

② 令和３年度材料比率目標（２９．９％）に向けて事務 
局・ＳＰＣ京都・協力企業が連携し、材料費縮減を図るべ 
く院内における共同購入を推進するとともに、取引業者全 
件や個別案件に対して価格交渉を実施したが、物価高騰の

あおりで３２．２％となった。 
   
 ③ 後発医薬品やバイオ後続品への切替えの取組を進め、高

い後発医薬品使用率（９０．４％）を維持した。（令和２年

度９０．３％） 
 
 ④ 病院運営会議等において経営課題を共有することで、職

員並びに委員会活動における経営的視点の浸透に努め、減

価償却費や保守料、人件費等も含め、費用対効果の視点を

加えた運営を行った。  
 
 
【数値目標に達する実績】 

（市立病院）             

項目 令和３年度 令和２年度 

一般病床利用率 72.7％ 73.0％ 

平均在院日数 10.5 日 11.0 日 

入院診療報酬単価 79,609 円 73,837 円 

外来診療報酬単価 20,592 円 20,716 円 

経常収支比率 104.3％ 93.4％ 

医業収支比率 92.1％ 87.4％ 

人件費比率（対医業収益） 54.1％ 57.7％ 

材料費比率（対医業収益） 32.2％ 33.6％ 

（注）一般病床利用率は、結核病床を含まない数値 
 
 
 
 
 
 



（京北病院） 

項  目 
第３期計画 

目標 

（参考） 
第２期計画

目標 

一般病床利用率 71.1％ 71.1％ 

入院診療報酬単価 30,856 円 29,361 円 

外来診療報酬単価 7,468 円 5,900 円 

京北介護老人 
保健施設稼働率 91.7％ 91.7％ 

経常収支比率 102.7% 103.0％ 

医業・介護収支比率 80.2% 79.5％ 

人件費比率 
（対医業・介護収
益） 

82.2% 77.8％ 

材料費比率 
（対医業・介護収
益） 

8.5% 8.7％ 

   

（京北病院） 

数値目標 令和３年度
目標 

一般病床利用率 52.0％ 

地域包括ケア病床利用率 75.0％ 

入院診療報酬単価 31,572 円 

外来診療報酬単価 8,115 円 

京北介護老人保健施設稼働率 91.7％ 

経常収支比率 92.2％ 

医業・介護収支比率 69.8％ 

人件費比率（対医業・介護収

益） 
95.6％ 

材料費比率（対医業・介護収

益） 
8.3％ 

 

 

（京北病院）            

項目 令和３年度 令和２年度 

一般病床利用率 50.1％ 52.5％ 

地域包括ケア病床利用率 70.1％ 71.7％ 

入院診療報酬単価 31,418 円 31,571 円 

外来診療報酬単価 9,225 円 8,051 円 

京北介護老人保健施設 
稼働率 82.6％ 80.9％ 

経常収支比率 104.3％ 92.1％ 

医業・介護収支比率 71.5％ 69.0％ 

人件費比率 
（対医業・介護収益） 97.9％ 101.1％ 

材料費比率 
（対医業・介護収益） 7.3％ 7.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５ 財務内容の改善に関する事項 

２ 収益的収支の向上  

 ⑵ 運営費交付金 

 

           

中期目標 
⑵ 自治体病院として担うべき政策医療の分野において、十分な努力を行ってもなお診療収入をもって充てることができない経費は、一般会計からの運営費交付金として市民の

負担により賄われていることを十分認識したうえで、適切な運営費交付金を中期計画に計上するとともに、病院事業全体として効率的経営、収益的収支の向上に努め、自立

した運営を図ること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑵ 政策医療を着実に実施する一方、それ

らに係る経費の節減にも努め、運営費交

付金については、地方独立行政法人法の

趣旨に基づき適切な金額を受け入れる。 
 
 

運営費交付金については、地方独立行政

法人法の趣旨に基づき適切な金額を受け入

れる。 

政策医療を着実に実施する一方、それらに係る経費の削減に努め、なお

も不採算となる金額を、地方公営企業繰出金に関する基準に準じて運営費

交付金として受け入れた。 
 なお、運営費交付金については、令和３年９月補正予算でコロナ患者の

安定的受入れを目的として２９８百万円増額措置された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

 



第５ 財務内容の改善に関する事項 

３ 経営改善の実施 

 

           

中期目標 
計画的な資金管理及び調達を行うとともに、安定した病院運営を確保するため、長期的な視点で、収益力向上や経費削減、資産の有効活用などの経営改善を着実に実施 

すること。 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

計画的な設備投資、人員配置等を行い、

法人が持ちうる力を最大限発揮し、両病院

が担う役割を的確に果たすとともに、経費

削減や資産の有効活用などの経営改善策を

着実に実施する。 
 

ア 地域医療連携の強化による外来業務の

効率化と入院収益の増加 
① 地域医療連携の強化により、紹介患

者を増やすとともに、症状の安定した

外来患者の逆紹介や予約制の導入等に

より外来業務の効率化を図る。 
 
 
 
 
② 平均在院日数短縮等により診療報酬

単価上昇を図るとともに、紹介や救急

患者を積極的に受け入れ、病床稼働率

向上を図る。 
 
 
 
 
イ 計画的な設備投資・人員配置  
  
 
 
 
ウ 効率的・効果的な医療機器整備と更新 

① 医療機器については、稼働目標、使

用年数、保守運用コスト等を踏まえた

費用対効果を明確化し、評価・運用す

るとともに、計画的かつ効率的な整備・

更新を図る。 

ア 地域医療連携の強化による外来業務の効率化と入院収益の増加 
  

① 市中のコロナ感染状況により、地域連携業務の停滞を余儀なくされ

た期間があったが、流行の状況を考慮しつつ、可能な限り医療機関訪

問活動を行い、紹介・逆紹介等のスムーズな連携関係構築に努めた。 
また、令和２年度の耳鼻いんこう科に続いて、令和３年６月から泌

尿器科において、初診患者は原則紹介のみ、再診患者は予約のみとす

る紹介予約制を導入し、地域医療機関との連携強化・機能分化を図り

つつ、外来業務の効率化を進めた。 
 
 ② 整形外科手術や泌尿器科、消化器外科手術等ロボット支援手術の増

加、並びに、夜間看護補助体制の充実による医療機関係数の積み上げ

などにより、入院診療単価が過去最高となった。 
また、多職種が集まる病床管理委員会（月１回）、病床コントロール

カンファレンス（週１回）及びベッドコントロール会議（毎朝）の設

置、並びに、電子カルテ掲示板で病床状況の見える化を行い、病床稼

働率を高める観点を含めたベッドコントロール体制を構築した。 
 
イ 計画的な設備投資・人員配置  
  年間の医療機器整備計画を策定し、医療機器管理委員会において優先

度（緊急度・必要度）や費用対効果について検討し、機器更新等を行っ

た。 
 
ウ 効率的・効果的な医療機器整備と更新 

① 高額医療機器については、減価償却費、保守料や人件費等の経費支

出を踏まえた稼働目標数値を定め、年間の医療機器整備計画を策定す

るとともに、故障・修理不能に伴う機器更新や経営改善に資する機器

等を選考のうえ順次整備を行った。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 
 
 
 



第６ その他業務運営に関する重要事項 

１ 市立病院整備運営事業におけるＰＦＩ手法の活用 

 ⑴ 法人とＳＰＣのパートナーシップの推進 

 

           

中期目標 
 
⑴ 事業を受託した株式会社ＳＰＣの総合的なマネジメントを活用して効率的な病院運営を推進し、患者サービスの向上を図ること。 

 

   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑴ ＳＰＣとのパートナーシップを一層深

め、綿密な情報共有等により法人とＳＰ

Ｃによる一体的な業務運営を図ること

で、折り返しを迎えるＰＦＩ事業の更な

る充実・深化を目指し、効率的な病院運

営及び患者サービスの向上に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 要求水準書に基づいたＳＰＣにおける

病院運営への積極的な参画により、医療

サービスの向上、患者サービスの向上、

病院経営改善、地域連携への貢献につな

げる。 
 
 
② 各部門において、ＳＰＣ及び協力関係

企業との日常的な意見交換を積極的に推

進することにより、病院経営基盤の強化

や患者サービスの向上等に向けた取組を

強化する。 
 
 
 

① ＰＦＩ事業の円滑化を図るため、モニタリング委員会やＰＦＩ業務改

善会議を実施した。日々の業務においても、コミュニケーションの強化

を図るとともに、モニタリング評価の基準を可能な限り明確化し、その

意図をＳＰＣと共有するなど、緊密な連携・信頼関係の構築に努め、医

療サービスの向上、患者サービスの向上、病院経営改善、地域連携への

貢献につなげた。 
   
② 各部門においてカンファレンスや会議を実施し意見交換を行った。 

ＳＰＣとのＰＦＩ業務改善会議を月に１度開催し、意見交換を行った。

「患者経験価値」調査では他院と比較して病院食の評価が高い項目があ

り、患者サービスの向上につながったその取組を院内の Good Job 事例

として表彰した。各部門で積極的に情報共有を行うことで、病院経営基

盤の強化や更なる患者サービスの向上等に取り組める環境づくりに努

めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第６ その他業務運営に関する重要事項 

１ 市立病院整備運営事業におけるＰＦＩ手法の活用 

 ⑵ ＰＦＩ事業における点検・モニタリング、改善行動の実践 

 

          

中期目標 ⑵ 長期包括的に委託した事業形態を、常に変化し続ける医療環境や医療ニーズに適合するように協議検討し、安定した病院経営を目指すこと。 
   

          

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑵ ＳＰＣによる自己点検と法人によるモ

ニタリングの両輪により、また、法人と

ＳＰＣが十分な情報共有を図ることで、

短期的及び長期的観点から、実施事業の

的確な点検と評価、必要な改善行動に取

り組む。 
 

① ＰＦＩ事業のモニタリングは、ＳＰＣ

による自己点検と法人によるモニタリン

グの両輪により、ＳＰＣが提供する業務

の実施状況を的確に反映したものとなる

よう取り組む。 
 
② モニタリング結果を踏まえて、ＰＦＩ

事業の向上を図るとともに、短期的及び

長期的観点から必要な改善行動に取り組

む。 
 
 
 

① モニタリング委員会でのモニタリングや、ＳＰＣによる自己点検だけ

でなく、現場の意見を拾い上げ、必要に応じて現場への立入確認を行っ

たうえで総合的に判断し、要求水準を充たしているかを判定した。 
 
 
 
② ＰＦＩ事業の向上を目的に病院とＳＰＣで協議の場を設定し、モニタ

リング委員会での結果を基に、課題解決に向けた改善策の検討に取り組

んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



第６ その他業務運営に関する重要事項 

２ 関係機関との連携 

 ⑴ 医療・保健・福祉の分野における関係機関との連携 

 

           

中期目標 
⑴ ３施設一体化整備事業（京都市地域リハビリテーション推進センター、京都市こころの健康増進センター、京都市児童福祉センター）との連携等、本市保健福祉行政の実

施に協力すること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑴ 医療・保健・福祉制度等の多様な相談

に的確に対応し、市民の健康を守り支え

る役割を担う京都市との連携を図るほ

か、３施設（京都市地域リハビリテーシ

ョン推進センター、京都市こころの健康

増進センター、京都市児童福祉センター）

等の近隣施設とも連携を図る。 
  また、健康教室等を引き続き実施し、

市民のニーズに応え、医療職が共働して

療養指導を積極的に行う。 
  市民の健康づくり活動を推進するとと

もに、京都市をはじめとした関係機関と

連携を図り、認知症や虐待、自殺予防等

の社会・医療問題に適切に対応する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 市民の健康づくり活動の推進 
① 市民を対象とした健康教室、出前講

座等の更なる充実を図る。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 社会・医療に係る各種問題に対する関

係機関との連携 
① 保健・医療・福祉制度等の多様な相

談に対して、関係機関との連携を含む

きめ細やかな対応を行える体制を引き

続き整備する。 
 
② 認知症、虐待、自殺予防等の社会・

医療問題に対して、京都市をはじめと

した関係機関と密接な連携を図り、的

確な対応を行う。 
 
 

ア 市民の健康づくり活動の推進 
 ① 市立病院では、出前講座を１件実施した。出前講座では市民の健康

に対する意識が高まり、講義後の質疑応答も積極的に行われた。また、

市民向け健康教室で、摂食嚥下認定看護師による講演を行った。 
 

【参考】 
○健康教室等受講者数 

講座名 令和３年度 令和２年度 

かがやき 59 人 開催せず 

母親教室 261 人 63 人 

糖尿病教室 20 人 開催せず 

 
 京北病院においては、新型コロナウイルスの影響により出前講座の

開催は中止した。 
 
 
 
 

イ 社会・医療に係る各種問題に対する関係機関との連携 
 

① 患者支援センターにおいて、患者サポートミーティングを実施し、

多職種、他部門と協議し「患者支援に係わる入院病棟から外来への連

携ＰＦＣ」を作成した。また、これらの取組について、令和３年度院

内合同研究会において発表を行った。 
 
② 認知症サポートチームにより e-ラーニングで研修会を実施し、認知

症患者のケア向上に取り組んだ。虐待に対しては、ＳＣＡＮチームを

中心に活動を行い、通告事例に対しては、関係機関と密接な連携を取

り対応した。 
 

【参考】 
○認知症に関する研修会受講者数 

認知症対応力向上研修（オンライン開催） ２５名 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 



第６ その他業務運営に関する重要事項 

２ 関係機関との連携 

 ⑵ 京都市、京都府及び大学病院その他の医療機関との連携 

 

          

中期目標 ⑵ 健康危機事案、地域保健の推進、救急搬送を担う京都市等の公的機関との連携を図ること。 
   

          

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑵ 市民の健康を脅かす事案発生時には、

京都市等の関係機関と連携を図り、迅速

かつ的確に対応することで、市内におい

て中核的な役割を担う。 
  地域保健の推進に当たっては、国の政

策や京都府保健医療計画、地域医療ビジ

ョンを踏まえ京都市と連携し、的確かつ

柔軟な病院運営を行う。 
  京都市消防局との連携を強化し、迅速

な情報共有を行い、救急搬送患者の受入

環境を整える。 
  その他、法人のみでは対応が困難な健

康危機事案や高度な医療の提供について

は、大学病院その他の医療機関、京都市

及び京都府との連携を図る。 
 
 

① 新型コロナウイルス感染症等に対し、

京都市等の関係機関と密に連携を図り、

適切に対応する。 
 
② 国の政策や京都府保健医療計画、地域

医療ビジョンを踏まえ京都市と連携し、

的確かつ柔軟な病院運営を行う。 
 
③ 京都市消防局との連携を強化し、迅速

な情報共有を行い、救急搬送患者の受入

環境を整える。 
 
 
 
④ 法人のみでは対応が困難な案件等につ

いては、大学病院その他の医療機関と適

切に連携を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 新型コロナウイルス感染症について、京都市等と密に連携を図り、適

切に対応した。また、京都府入院医療コントロールセンターと連携を取

り、入院調整等を行った。 
 
② 国、京都市や京都府との連携を取り、新型コロナ対策など、地域での

役割に応じた的確かつ柔軟な病院運営を行った。 
 
 
③ 京都市を除く京都府内の各消防本部に京都市外救急用直通電話の周

知を行い、患者への情報伝達の正確化を図ることで、救急搬送依頼がス

ムーズになるよう消防局との連携強化に取り組んだ。専用回線（ホット

ライン）の廃止に伴い、京都市消防局から一般回線の設置依頼があり、

回線を増設した。 
 
④ 法人のみでは対応困難な案件については、大学病院や他の医療機関と

連携して適切に対応した。 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

２ 関係機関との連携 

 ⑶ 医療専門職及び実習指導者の計画的な育成への積極的な協力 

 

          

中期目標 ⑶ 医療専門職の養成機関による教育に積極的に協力すること。また、より質の高い看護職員の育成に向けて、市内看護系大学との連携を更に進めること。 
   

          

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

⑶ 実習生の受入れなどを通じて、医療専

門職の養成機関による教育に積極的に協

力することで、京都市域だけでなく、優

秀な医療従事者の育成を図る。また、医

療従事者の計画的な育成を図るために、

実習指導者の計画的な育成を行う。 
  とりわけ、看護師については、市内の

看護系大学とも臨床と教育の現場におい

て連携協力し、質の高い看護師の養成に

寄与する。 
 

① 医療専門職養成機関からの実習生につ

いて積極的な受入れを行う。 
 
 
② 市内の看護系大学とも臨床と教育の現

場において連携協力し、質の高い看護師

の養成に寄与する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 京都市内外から臨床実習医師をはじめ、看護師、助産師、薬剤師等７

職種、延べ４，８８６名（令和２年度３，３６６名）の実習生の受入れ

を行った。 
 
② 看護実習については、実習指導者の充実や看護師養成機関との連携を

図り、コロナ禍での実習実施について協議検討し、オンラインでの実習

を行うなど看護師の養成に寄与した。 
 
【参考】看護実習生受入実績 

○市立病院  ８校５１２名（令和２年度  ８校２７６名） 
      延べ人数 ３，３５５名（令和２年度  １，４５１名） 

○京北病院  １校 ３８名（令和２年度  １校 ４３名） 
      延べ人数     ２７６名（令和２年度    ４０５名） 
 

Ａ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



第６ その他業務運営に関する重要事項 

３ 地球環境に配慮した持続可能な発展への貢献 

 

           

中期目標 地球温暖化防止のために必要な措置を講じるとともに、他の者が実施する地球温暖化対策に協力すること。 
   

           

中期計画 令和３年度 年度計画 
設立団体の長の評価 

評価委員会のコメント等 
業務の実績状況等及び評価の判断基準 評価 

 事業系廃棄物の分別適正化と排出量減量

及び省資源・省エネルギーの更なる推進を

病院全体で図ることで、持続可能な発展へ

の貢献を果たす。 
 温室効果ガスについては、環境マネジメ

ントシステムを適切に運用することで、京

都市地球温暖化対策条例を遵守し、排出量

の抑制を図る。 

ア 事業系廃棄物の適正な分別と排出量の

減量 
 ① 廃棄物の分別の徹底により、排出量

の削減を図る。 
  

② 医薬品・医療物品の梱包材等におけ

る古紙リサイクルの取組を推進する。 
  
 
 
 
 
 

 

 
③ 適正な分別を推進し、紙類の再生化

に進める。 
  
 
イ 省資源・省エネルギーの推進による温

室効果ガス排出量の削減 
① 市立病院において京都環境マネジメ

ントシステムスタンダード（ＫＥＳス

テップ１）を運用し、省資源・省エネ

ルギー化を進める。 
 
② 空調系統等の運用基準の適用率の向

上、設備機器の運用条件の変更等によ

り、エネルギー消費の削減を図る。 

ア 事業系廃棄物の適正な分別と排出量の減量 
 
 ① 令和２年度に改正した廃棄物の分別方法を周知徹底することで、排

出量の削減に取り組んだ。 
 

② 分別状況の確認を行い、不適切な分別がないよう院内周知を実施

し、古紙専用ボックスを設けるなど紙類リサイクルの取組を推進し

た。医薬品等の梱包材は紙類として分別し、再生利用業者に委託して

リサイクルを行った。 
 

【参考】事業系廃棄物排出量及びエネルギー使用量 

 
③ 令和２年度に改正した廃棄物の分別方法を周知徹底することで、紙

類の再生化に取り組んだ。 
 
 
イ 省資源・省エネルギーの推進による温室効果ガス排出量の削減 
 

① 京都環境マネジメントシステムスタンダードについて、１０月に評

価機関による確認審査を受審し、合格判定を受けることができた。会

議資料のペーパーレス化や両面印刷・コピーを周知徹底するととも

に、事務部門では「夏のエコオフィス運動」を実施した。 
 

② 休床病棟（３Ｃ）の空調設備（外調機）の運転時間の見直し（停止）

を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 令和３年度 令和２年度 

事業系廃棄物排出量 251ｔ 246ｔ 

エネルギー使用量 139,319ＧＪ 150,835ＧＪ 

Ｂ 

 



第７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

※ 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

 

第８ 短期借入金の限度額 

中期計画 年度計画 実績 

１ 限度額 

３，０００，０００千円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

給与・賞与支給による一時的な資金不足や予定外退職

者の発生に伴う退職手当の支給などの出費への対応 

１ 限度額 

３，０００，０００千円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

給与・賞与支給による一時的な資金不足や予定外退職

者の発生に伴う退職手当の支給などの出費への対応 

令和２年度末時点で短期借入金７００，０００千円を、市

長の認可を得たうえで令和３年度までの借換えを行って以

降、令和４年３月までに合計１２回（各１００，０００～７

００，０００千円）の借入を行った。 

 

 

第９ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

中期計画 年度計画 実績 

なし なし なし 

 

 

 

第１０ 剰余金の使途 

中期計画 年度計画 実績 

病院施設の整備、医療機器等の購入、人材育成及び能力

開発の充実等に充てる。 

病院施設の整備、医療機器等の購入、人材育成及び能力

開発の充実等に充てる。 

 

 令和３年度は、剰余金は発生しなかった。 

 

 

  



第１１ 料金に関する事項 

中期計画 年度計画 実績 

１ 料金は、次に掲げる額とする。 

 ⑴ 健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び

介護保険法に規定する算定方法により算定した額（消

費税法に規定する課税資産の譲渡等に当たる場合にあ

っては、その額に消費税及び地方消費税に相当する額

を加えた額） 

 

 ⑵ 前号の規定により難いものについては、別に定める  

  額 

 

２ 料金の減免 

  理事長は、特別の理由があると認めるときは、料金を

減額し、又は免除することができる。 

 

法人の規程で定める各種料金について、医療制度等の動

向を見定め、適切に設定する。 

１ 料金 

 ⑴ 健康保険法等に定める法律の料金については、適切

に運用した。 

 

 

 

 

⑵ その他の各種料金の額については、病院等管理規定

で定め、適正に運用した。 

 

２ 料金の減免 

理事長が特別の理由があると認める場合において、法

人の規定に則り、料金の減免・免除を適用した。 

 

第１２ 地方独立行政法人京都市立病院機構の業務運営並びに会計に関する規則で定める業務運営に関する事項 

中期計画 年度計画 実績 

１ 施設及び設備に関する計画 

施設及び設備の内容 予 定 額 財 源 

病院施設、医療機器

等整備 
総額 3,273 百万円 

京都市からの

長期借入金等 

 

２ 人事に関する計画 

  医療需要の動向や経営状況の変化に迅速かつ的確に対

応することができるよう、組織及び職員配置の在り方を

常に検証し、必要に応じて弾力的な見直しを行う。 

 

１ 施設及び設備に関する計画 

施設及び設備の内容 予 定 額 財 源 

病院施設、医療機器

等整備 
総額 669 百万円 

京都市からの

長期借入金等 

 

２ 人事に関する計画 

医療需要の動向や経営状況の変化に迅速かつ的確に対

応することができるよう、組織及び職員配置の在り方を

常に検証し、必要に応じて弾力的な見直しを行う。 

 

１ 施設及び設備に関する計画 

施設及び設備の内容 決 算 額 財 源 

病院施設、医療機器

等整備 
総額 706 百万円 

京都市からの

長期借入金等 

 

２ 人事に関する計画 

市立病院については、医療の質と経営の質の双方の向

上に向け、多職種から成る組織横断的な改善活動を支援

するチームを組成し、活動を本格化させた。また、診療報

酬の適切かつ確実な収入を確保するため、事務局内の組

織再編の検討を行った（令和３年４月実施）｡ 

京北病院については、組織及び職員配置の在り方を検

証した上で、経営機能の強化を図るため、京北担当理事を

新たに院長として配置した（令和３年４月実施）｡ 

 

 


